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ド
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－
い
わ
ゆ
る
「
ロ
ン
ド
ン
安
定
論
」
を
め
ぐ
っ
て

宮

」

け岡

門
要
約
】
　
一
六
世
紀
後
半
か
ら
～
七
世
紀
に
か
け
て
人
口
の
急
増
し
た
ロ
ン
ド
ン
市
は
、
従
来
は
貧
民
・
浮
浪
者
の
増
加
な
ど
に
対
応
で
き
ず
、
危
機
的

状
況
下
に
あ
っ
た
と
み
な
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
近
年
ロ
ン
ド
ン
市
の
下
部
・
末
端
組
織
に
お
け
る
結
合
の
強
さ
に
注
冒
し
て
、
そ
の
安
定
を
主
張
す

る
研
究
が
現
れ
て
き
た
。
本
稿
で
は
、
末
端
組
織
の
う
ち
教
区
に
注
目
し
て
、
エ
リ
ザ
ベ
ス
期
か
ら
ジ
ェ
ー
ム
ズ
一
世
期
の
ロ
ン
ド
ン
に
お
け
る
諸
変
化

に
教
区
が
い
か
な
る
対
応
を
示
し
た
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
試
み
た
。
教
区
で
は
、
教
会
出
席
の
促
進
と
い
っ
た
教
区
本
来
の
役
割
を
効
率
的
に
行

う
努
力
が
な
さ
れ
た
の
み
な
ら
ず
、
浮
浪
者
対
策
・
ペ
ス
ト
対
策
・
救
貧
対
策
な
ど
の
行
政
面
で
も
教
区
の
活
動
範
囲
は
拡
大
し
た
。
更
に
は
そ
れ
と
平

行
し
て
、
よ
り
効
率
的
な
教
区
運
営
を
目
指
し
て
、
少
数
の
教
区
民
に
権
限
を
集
中
し
た
「
特
別
教
区
会
」
が
設
立
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
人
口
増
加

に
伴
う
諸
変
化
に
対
応
す
る
中
で
、
教
区
の
行
政
能
力
の
拡
充
が
実
現
し
た
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
史
林
八
O
巻
四
号
　
［
九
九
七
年
七
月

は
　
じ
　
め
　
に

＝
ハ
世
紀
後
半
か
ら
一
七
世
紀
に
か
け
て
ロ
ン
ド
ン
の
人
口
は
飛
躍
的
に
膨
張
し
、
旧
来
の
市
骨
内
の
地
域
に
加
え
て
、
市
壁
の
外
に
も
市

街
地
が
広
が
っ
て
い
っ
た
。
フ
ィ
ン
レ
ー
と
シ
ア
ラ
ー
の
推
計
に
よ
る
と
～
五
五
〇
年
に
約
一
二
万
人
だ
っ
た
人
口
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

○
万
人
、
　
六
五
〇
年
に
約
三
七
万
五
千
人
、
一
七
〇
〇
年
に
は
約
四
九
万
人
置
も
な
っ
た
。

一
六
〇
〇
年
に
約
二

従
来
は
、
こ
の
時
期
の
ロ
ン
ド
ン
を
極
め
て
不
安
定
で
危
機
的
状
況
に
あ
っ
た
社
会
と
み
な
す
の
が
通
説
で
あ
っ
た
。
人
口
増
加
の
原
因
と
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な
っ
た
大
量
の
流
入
人
口
は
、
毛
織
物
の
輸
出
不
振
な
ど
の
煽
り
を
受
け
て
十
分
な
雇
用
機
会
を
得
ら
れ
ず
、
失
業
し
た
り
、
犯
罪
に
走
る
者

も
多
か
っ
た
。
ロ
ン
ド
ン
市
当
局
の
貧
弱
な
統
治
機
構
で
は
、
こ
れ
ら
の
問
題
に
十
分
対
応
で
き
な
か
っ
た
、
と
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

　
例
え
ば
、
P
・
ク
ラ
ー
ク
と
P
・
ス
ラ
ッ
ク
は
、
そ
の
共
著
に
お
い
て
、
エ
バ
ー
…
七
世
紀
の
ロ
ン
ド
ン
で
は
、
上
層
富
裕
市
民
に
富
と
権

力
が
集
中
し
た
　
方
で
、
流
入
民
を
中
心
に
多
数
の
貧
民
が
存
在
す
る
な
ど
経
済
的
な
二
極
化
が
進
行
し
、
そ
の
結
果
、
食
糧
暴
動
な
ど
に
見

ら
れ
る
よ
う
に
社
会
的
緊
張
が
激
化
し
て
い
た
、
と
主
張
し
た
。
加
え
て
、
流
入
民
が
多
く
住
み
つ
い
た
郊
外
地
域
に
対
し
て
、
ロ
ン
ド
ン
市

は
有
効
な
支
配
を
及
ぼ
す
こ
と
が
で
き
ず
、
こ
れ
ら
の
地
域
は
教
区
や
隣
接
諸
州
の
治
安
判
事
に
よ
る
不
安
定
な
行
政
に
委
ね
ら
れ
る
こ
と
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

な
っ
た
と
指
摘
し
、
ロ
ン
ド
ン
市
は
一
六
世
紀
後
半
以
来
の
人
口
増
大
に
起
因
す
る
諸
変
化
に
対
応
で
き
な
か
っ
た
、
と
結
論
づ
け
た
。

　
ま
た
、
A
・
L
・
ベ
イ
ア
ー
は
、
ロ
ン
ド
ン
市
の
矯
正
院
ブ
ラ
イ
ド
ウ
ェ
ル
・
ホ
ス
ピ
タ
ル
に
送
ら
れ
た
浮
浪
者
に
つ
い
て
の
詳
細
な
分
析

を
行
い
、
一
六
世
紀
後
半
か
ら
～
七
世
紀
前
半
に
か
け
て
ブ
ラ
イ
ド
ウ
ェ
ル
・
ホ
ス
ピ
タ
ル
へ
送
ら
れ
た
浮
浪
者
が
急
増
し
（
…
五
六
〇
年
か

ら
　
六
二
五
年
の
間
に
一
二
倍
増
）
、
そ
の
中
に
占
め
る
ロ
ン
ド
ン
及
び
そ
の
周
辺
の
出
身
者
の
割
合
も
増
大
し
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。

こ
の
こ
と
は
、
徒
弟
・
奉
公
人
と
し
て
ロ
ン
ド
ン
へ
や
っ
て
き
た
者
の
う
ち
、
脱
落
し
て
結
果
的
に
ロ
ン
ド
ン
と
い
う
環
境
の
中
で
浮
浪
者
と

化
し
た
者
が
多
い
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
浮
浪
者
の
増
加
に
対
し
て
ロ
ン
ド
ン
市
の
諸
制
度
は
対
応
で
き
な
か
っ
た
、
と
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

う
の
が
ベ
イ
ア
ー
の
結
論
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
以
上
の
議
論
と
は
逆
に
、
一
六
－
一
七
世
紀
の
ロ
ン
ド
ン
を
む
し
ろ
比
較
的
安
定
し
た
社
会
で
あ
っ
た
、
と
考
え
る
研
究
が
近
年

提
出
さ
れ
始
め
た
こ
と
は
注
目
に
値
す
る
。
こ
れ
ら
の
研
究
に
共
通
し
て
い
る
の
は
、
従
来
、
詳
し
く
検
討
さ
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
区

（
三
連
）
、
教
区
（
窓
騎
ゲ
）
、
ギ
ル
ド
と
い
っ
た
ロ
ン
ド
ン
市
の
半
端
・
下
部
組
織
に
研
究
の
重
点
を
移
し
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
そ

れ
ぞ
れ
の
メ
ン
バ
ー
が
固
く
団
結
し
、
い
わ
ば
．
、
霞
び
き
≦
一
寸
σ
q
Φ
、
－
と
も
い
う
べ
き
共
同
体
を
形
成
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
こ
れ
ら
末
端
組
織

の
凝
集
力
の
強
さ
は
、
末
端
レ
ベ
ル
で
比
較
的
安
定
し
た
行
政
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
意
味
し
、
ひ
い
て
は
、
そ
の
よ
う
な
支
え
の
上
に
立

つ
こ
の
時
期
の
総
体
と
し
て
の
ロ
ン
ド
ン
社
会
も
や
は
り
あ
る
程
度
安
定
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
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例
え
ば
、
V
・
パ
ー
ル
は
、
近
世
ロ
ン
ド
ン
の
安
定
を
主
張
す
る
研
究
の
先
駆
と
な
っ
た
論
文
に
お
い
て
ロ
ン
ド
ン
市
の
　
エ
ハ
の
区
に
注
目

し
た
。
区
の
集
会
で
あ
る
区
会
（
♂
く
鋤
叫
四
半
O
け
①
）
に
は
、
区
内
の
全
世
帯
主
が
出
席
を
み
と
め
ら
れ
て
お
り
、
こ
れ
を
通
じ
て
民
衆
の
意
見
が
ロ

ン
ド
ン
市
長
、
市
参
事
会
と
い
っ
た
市
の
上
層
部
に
伝
え
ら
れ
る
こ
と
が
で
き
た
。
ま
た
、
区
内
の
行
政
・
警
察
に
関
す
る
任
務
を
担
当
す
る

区
役
人
が
区
会
で
選
ば
れ
た
が
、
そ
の
数
は
多
く
、
区
内
の
住
民
が
何
ら
か
の
役
職
に
就
く
確
率
も
か
な
り
高
か
っ
た
と
い
う
。
そ
の
一
方
、

区
の
墨
入
に
よ
っ
て
住
民
調
査
が
行
わ
れ
た
り
、
区
の
裁
判
機
能
を
担
っ
た
区
審
問
（
惹
凱
ヨ
ρ
器
ω
一
）
に
お
い
て
、
共
同
体
的
義
務
を
怠
る
者

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

や
迷
惑
行
為
を
す
る
者
が
裁
か
れ
る
な
ど
、
区
は
そ
の
構
成
メ
ン
バ
ー
に
＝
疋
の
規
律
を
課
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
｝
方
、
J
・
ボ
ル
ト
ン
は
、
テ
ム
ズ
川
南
岸
サ
ザ
ー
ク
の
一
教
区
、
セ
ン
ト
・
セ
イ
ヴ
ィ
ア
・
サ
ザ
ー
ク
教
区
を
対
象
と
し
た
研
究
に
お
い

て
、
こ
の
地
域
に
お
け
る
貧
畏
問
題
が
従
来
言
わ
れ
て
き
た
ほ
ど
深
刻
な
も
の
で
は
な
い
こ
と
、
配
偶
者
や
遺
雷
執
行
人
を
同
じ
地
域
内
か
ら

選
ぶ
例
が
多
く
、
住
民
の
間
に
は
緊
密
な
社
会
関
係
が
存
在
し
た
こ
と
、
そ
し
て
住
民
が
教
区
な
ど
の
ロ
ー
カ
ル
・
レ
ベ
ル
で
の
行
政
に
参
加

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

す
る
機
会
が
多
い
こ
と
に
よ
っ
て
こ
の
よ
う
な
社
会
関
係
が
よ
り
一
層
確
固
た
る
も
の
に
な
っ
て
い
た
こ
と
、
な
ど
を
実
証
し
た
。
従
来
、
ロ

ン
ド
ン
へ
の
流
入
民
が
多
く
集
ま
り
、
住
民
同
士
の
結
び
つ
き
が
脆
弱
と
み
な
さ
れ
て
き
た
サ
ザ
ー
ク
に
お
い
て
さ
え
こ
の
よ
う
な
事
実
が
確

認
さ
れ
た
こ
と
は
大
い
に
注
目
に
値
す
る
と
思
わ
れ
る
。

　
ま
た
、
1
・
ア
ー
チ
ャ
ー
に
よ
る
と
、
エ
リ
ザ
ベ
ス
時
代
の
ロ
ン
ド
ン
で
は
、
同
時
代
の
大
陸
諸
国
の
都
市
と
は
異
な
り
、
市
政
が
宗
教
上

の
対
立
に
よ
っ
て
揺
さ
ぶ
ら
れ
る
こ
と
も
な
く
、
ま
た
商
業
上
の
問
題
を
め
ぐ
る
エ
リ
ー
ト
間
の
対
立
も
目
立
た
ず
、
市
の
支
配
層
は
概
し
て

団
結
し
て
い
た
、
と
い
う
。
し
か
し
、
当
時
、
市
参
事
会
員
ら
市
の
支
配
層
は
、
十
分
な
官
僚
機
構
（
と
り
わ
け
警
察
機
構
）
を
欠
い
て
い
た
た

め
、
政
策
実
行
に
あ
た
っ
て
区
、
教
区
、
ギ
ル
ド
と
い
っ
た
下
部
組
織
に
依
存
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
一
方
、
三
層
市
民
は
そ
れ
ら
の
組
織

の
運
営
に
携
わ
る
こ
と
に
よ
り
、
下
層
市
民
は
救
貧
や
紛
争
の
仲
裁
な
ど
の
恩
恵
を
受
け
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
そ
れ
ら
の
下
部
組
織
に

忠
誠
・
帰
属
意
識
を
抱
く
よ
う
に
な
り
、
市
民
の
統
合
が
進
ん
だ
。
即
ち
、
こ
れ
ら
の
組
織
を
通
じ
て
市
民
の
不
満
・
要
望
が
市
当
局
に
伝
え

ら
れ
る
こ
と
で
上
下
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
円
滑
化
し
、
支
配
層
は
市
民
の
不
満
に
対
し
て
敏
感
に
対
応
で
き
た
の
で
、
暴
動
等
の
危
機
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⑥

を
未
然
に
防
ぐ
こ
と
が
で
き
た
、
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
近
年
の
＝
バ
ー
一
七
世
紀
ロ
ン
ド
ン
史
研
究
に
お
い
て
は
、
末
端
の
地
縁
的
・
職
能
的
共
同
体
が
ロ
ン
ド
ン
市
の
行
政
に

果
た
し
た
役
割
に
注
目
し
つ
つ
ロ
ン
ド
ン
の
安
定
を
主
張
す
る
、
い
わ
ば
「
近
世
ロ
ン
ド
ン
安
定
論
」
と
で
も
い
う
べ
き
も
の
が
、
徐
々
に
台

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

激
し
て
お
り
、
ロ
ン
ド
ン
の
末
端
組
織
の
役
割
の
重
要
性
が
認
識
さ
れ
始
め
て
い
る
。
本
研
究
で
は
、
「
近
世
ロ
ン
ド
ン
安
定
論
」
の
議
論
を

念
頭
に
お
き
つ
つ
、
ロ
ン
ド
ン
市
の
宋
端
組
織
の
う
ち
、
市
内
に
約
一
一
〇
存
在
し
た
教
区
に
注
目
し
て
、
エ
リ
ザ
ベ
ス
及
び
ジ
ェ
ー
ム
ズ
～

世
時
代
の
ロ
ン
ド
ン
に
お
け
る
そ
の
実
態
を
詳
細
に
考
察
す
る
。
こ
の
時
期
の
ロ
ン
ド
ン
の
人
口
増
加
に
起
因
す
る
諸
問
題
に
対
し
て
、
教
区

の
側
で
い
か
な
る
対
応
が
な
さ
れ
た
か
を
明
ら
か
に
し
た
い
。
特
に
教
区
に
焦
点
を
合
わ
せ
る
理
由
は
、
既
に
紹
介
し
た
ボ
ル
ト
ン
や
ア
ー
チ

ャ
ー
の
研
究
の
よ
う
に
「
近
世
ロ
ン
ド
ン
安
｛
蛋
遡
と
の
関
係
で
教
区
に
触
れ
た
も
の
も
あ
る
に
は
あ
る
が
、
い
ず
れ
も
局
所
的
な
い
し
断
片

的
な
雷
及
に
と
ど
ま
っ
て
お
り
、
教
区
自
体
を
ま
と
も
な
研
究
対
象
と
し
た
も
の
は
未
だ
現
れ
て
い
な
い
、
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。

　
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
教
区
制
度
は
一
〇
1
一
一
世
紀
に
形
成
さ
れ
始
め
、
一
二
世
紀
ま
で
に
は
全
国
的
に
成
立
し
た
。
教
区
の
定
義
を

◎
国
賢
に
求
め
れ
ば
、
教
区
と
は
「
そ
れ
自
身
の
教
会
を
持
ち
、
そ
れ
自
身
の
司
祭
（
9
婁
）
、
牧
師
（
忘
汽
。
・
。
訂
）
、
教
区
聖
職
者
（
饗
ユ
。
。
ぴ

。
醇
α
q
葦
き
）
一
言
ら
に
は
十
分
の
一
税
や
教
会
税
が
支
払
わ
れ
る
の
だ
が
　
　
が
勤
め
て
い
る
と
こ
ろ
の
町
区
（
δ
≦
霧
霞
℃
）
ま
た
は
そ
の

集
合
」
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
定
義
は
ニ
ハ
世
紀
以
降
の
イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
は
、
あ
ま
り
に
素
朴
す
ぎ
て
、
時
代
・
社
会
の
実
情
を
反
映

す
る
も
の
と
は
言
え
な
く
な
っ
て
く
る
。
何
故
な
ら
、
こ
の
時
期
以
降
、
教
区
は
世
俗
的
・
行
政
的
役
割
を
次
第
に
担
う
よ
う
に
な
る
か
ら
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

あ
る
。
エ
リ
ザ
ベ
ス
時
代
の
一
連
の
救
貧
法
に
よ
り
、
救
貧
責
任
が
教
区
に
任
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
は
そ
の
顕
著
な
例
で
あ
る
。

　
本
研
究
は
、
「
教
区
」
が
そ
の
本
来
の
定
義
か
ら
大
き
く
逸
脱
し
て
、
如
何
に
世
俗
的
・
行
政
的
役
割
を
も
ふ
く
め
た
活
動
領
域
へ
と
踏
み

込
ん
で
い
く
こ
と
に
な
る
か
を
、
い
わ
ゆ
る
「
近
世
ロ
ン
ド
ン
安
定
論
」
と
絡
め
て
論
じ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
従
来
あ
ま
り
参
照
さ
れ

る
こ
と
の
な
か
っ
た
教
区
会
議
事
録
（
＜
Φ
ω
ξ
竃
貯
三
Φ
じ
d
。
。
寡
）
を
十
二
分
に
活
用
す
る
こ
と
に
よ
り
、
教
区
の
具
体
的
な
活
動
に
即
し
て
教

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

区
の
実
体
に
肉
迫
す
る
こ
と
を
試
み
た
い
。
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第
一
章
　
教
区
の
運
営
と
教
区
役
人

本
章
で
は
、
「
教
区
」
が
ど
の
よ
う
に
運
営
さ
れ
て
い
た
の
か
、
ま
た
そ
の
運
営
を
担
っ
た
「
教
区
役
人
」
を
構
成
し
た
の
は
ど
の
よ
う
な

人
々
で
あ
っ
た
か
、
な
ど
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

　
ウ
ェ
ッ
ブ
夫
妻
に
よ
る
イ
ギ
リ
ス
地
方
自
治
史
研
究
に
よ
る
と
、
教
区
会
（
〈
Φ
ω
5
）
の
最
初
の
例
は
一
六
世
紀
初
頭
に
み
ら
れ
る
と
い
う
。

教
区
会
は
、
教
区
条
例
の
制
定
権
、
教
会
の
維
持
・
補
修
の
た
め
の
課
税
権
、
教
区
役
人
の
選
出
権
な
ど
を
有
し
て
お
り
、
教
区
運
営
の
中
心



近世ロンドンの教区（宮用）

　
　
　
　
　
①

を
担
っ
て
い
た
。
ロ
ン
ド
ン
の
セ
ン
ト
・
マ
ー
ガ
レ
ッ
ト
・
ロ
ス
ベ
リ
教
区
の
教
区
会
運
営
規
則
に
よ
る
と
、
教
区
会
の
召
集
権
は
、
教
区
聖

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

職
者
、
ま
た
は
次
に
述
べ
る
教
区
委
員
が
有
し
て
い
た
。

　
教
区
の
業
務
を
担
当
し
た
教
区
役
人
（
通
常
は
無
給
）
の
う
ち
、
最
も
重
要
な
の
が
教
区
委
員
（
畠
霞
畠
薄
給
窪
）
で
あ
る
。
そ
の
任
務
は
、

教
会
施
設
の
維
持
、
献
金
の
徴
集
、
教
区
財
産
の
管
理
、
教
区
会
計
の
出
納
事
務
（
こ
の
た
め
に
教
区
委
員
会
計
簿
と
い
う
記
録
を
つ
け
る
）
な
ど

多
岐
に
渡
る
。
教
区
委
員
の
定
員
数
は
教
区
に
よ
り
様
々
で
あ
り
、
例
え
ば
、
ロ
ン
ド
ン
の
セ
ン
ト
・
バ
ー
ソ
ロ
ミ
ュ
ー
・
エ
ク
ス
チ
ェ
ン
ジ

教
区
や
セ
ン
ト
・
マ
ー
ガ
レ
ッ
ト
・
ロ
ス
ベ
リ
教
区
で
は
定
員
二
名
、
任
期
二
年
で
あ
る
が
、
セ
ン
ト
・
ダ
ン
ス
タ
ン
・
ス
テ
プ
ニ
ー
教
区
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

は
定
員
四
名
と
な
っ
て
い
た
。

　
そ
の
他
の
教
区
役
人
と
し
て
は
、
教
区
委
員
会
計
簿
を
検
査
し
た
監
査
役
（
鋤
乱
ぎ
同
）
、
教
区
委
員
の
補
佐
役
（
G
・
一
号
ヨ
き
）
、
救
貧
税
徴
集
な

ど
を
担
当
し
た
貧
民
監
督
官
（
。
く
Φ
啓
し
・
Φ
Φ
瓜
9
チ
Φ
唱
。
9
）
な
ど
が
存
在
し
た
。
こ
れ
ら
の
役
人
は
、
教
区
会
に
お
い
て
指
名
さ
れ
る
か
、
ま
た

は
選
挙
に
よ
っ
て
選
ば
れ
た
。
例
え
ば
、
セ
ン
ト
・
マ
ー
ガ
レ
ッ
ト
・
ロ
ス
ベ
リ
教
区
で
は
、
一
五
八
四
年
一
〇
月
二
六
日
の
教
区
会
で
教
区

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

委
員
候
補
三
名
の
う
ち
か
ら
一
名
を
選
挙
で
選
ん
で
い
る
。

　
で
は
教
区
役
人
に
就
い
た
の
は
如
何
な
る
社
会
階
層
の
人
々
で
あ
っ
た
の
か
。
ま
ず
初
め
に
同
時
代
人
に
よ
る
観
察
を
通
し
て
み
て
お
こ
う
。

人
文
主
義
者
サ
ー
・
ト
マ
ス
・
ス
ミ
ス
は
、
一
五
六
〇
年
代
初
め
の
著
作
b
鴨
肉
§
暮
N
§
野
N
α
q
ミ
§
N
に
お
い
て
、
当
時
の
イ
ギ
リ
ス
国
民
を
、

ω
爵
位
貴
族
、
②
ジ
ェ
ン
ト
リ
、
㈲
都
市
市
民
と
ヨ
ー
マ
ン
、
そ
し
て
ω
「
支
配
す
る
こ
と
の
な
い
第
四
番
目
の
人
々
」
の
四
つ
に
分
類
し
た

上
で
、
教
区
委
員
に
な
る
の
は
こ
の
四
番
目
の
「
支
配
さ
れ
る
だ
け
で
、
支
配
す
る
こ
と
の
な
い
人
々
」
で
あ
る
と
書
い
た
。
こ
の
四
番
目
の

階
級
に
は
旦
雇
い
労
働
者
ら
も
含
ま
れ
る
こ
と
か
ら
、
ス
ミ
ス
が
教
区
委
員
に
な
っ
た
人
々
の
階
層
を
か
な
り
低
く
見
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か

　
　
⑤

で
あ
る
。
ま
た
、
一
五
七
一
年
の
庶
民
院
に
お
い
て
、
サ
i
・
オ
ー
エ
ン
・
ホ
プ
ト
ン
は
教
会
欠
席
者
を
訴
え
る
任
務
を
教
区
委
員
に
委
ね
る

べ
き
で
は
な
い
、
と
主
張
し
た
。
何
故
な
ら
、
「
教
区
委
員
は
身
分
の
低
い
人
々
で
あ
り
、
人
の
機
嫌
を
損
ね
る
の
を
恐
れ
る
た
め
〔
教
会
欠
席

を
訴
え
て
〕
隣
人
の
不
興
を
招
く
く
ら
い
な
ら
、
む
し
ろ
偽
証
を
す
る
方
を
選
ぶ
で
あ
ろ
う
」
か
ら
。
ホ
プ
ト
ン
も
ま
た
、
教
区
委
員
の
立
場
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⑥

を
か
な
り
弱
い
も
の
と
見
な
し
て
い
る
よ
う
だ
。

　
一
方
、
近
年
の
農
村
地
域
史
研
究
に
よ
っ
て
、
こ
れ
ら
の
同
時
代
人
が
持
っ
た
教
区
委
員
に
つ
い
て
の
イ
メ
ー
ジ
が
か
な
り
歪
ん
だ
も
の
で

あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
き
た
。
例
え
ば
、
ラ
イ
ト
ソ
ン
と
レ
ヴ
ィ
ン
に
よ
る
エ
セ
ッ
ク
ス
州
の
一
教
区
タ
ー
リ
ン
グ
に
つ
い
て
の
研
究

に
よ
っ
て
、
教
区
委
員
に
就
い
た
の
は
、
農
村
社
会
に
お
い
て
中
層
の
階
層
で
あ
っ
た
ヨ
ー
マ
ン
や
ハ
ズ
バ
ン
ド
マ
ン
で
あ
っ
て
、
貧
し
い
農

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

民
層
の
レ
イ
バ
ラ
ー
や
小
屋
住
み
農
が
教
区
委
員
に
な
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
こ
と
が
判
明
し
て
い
る
。

　
そ
れ
で
は
、
ロ
ン
ド
ン
の
教
区
の
場
合
は
ど
う
か
。
セ
ン
ト
・
バ
ー
ソ
ロ
ミ
ュ
ー
・
エ
ク
ス
チ
ェ
ン
ジ
教
区
の
救
貧
税
納
税
者
の
リ
ス
ト
の

分
析
を
通
じ
て
、
そ
の
こ
と
を
考
察
し
て
み
よ
う
。
救
貧
税
は
教
区
会
や
教
区
委
員
に
よ
っ
て
聖
教
区
民
の
経
済
力
に
癒
じ
て
課
税
さ
れ
る
も

の
で
あ
り
、
そ
れ
故
、
教
区
内
に
お
け
る
教
区
民
の
稲
対
的
な
経
済
的
位
置
を
知
る
手
掛
か
り
と
な
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
教
区
の
場
合
、
一

五
九
七
年
の
納
税
者
六
〇
人
の
氏
名
と
納
税
額
と
を
教
区
会
議
事
録
か
ら
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
一
五
九
〇
年
代
に
教
区
委
員
に
就
い
た
人
々

の
納
税
額
を
調
べ
る
こ
と
に
よ
り
、
ど
の
よ
う
な
経
済
的
地
位
に
あ
る
人
々
が
こ
の
教
区
で
教
区
委
員
に
就
い
て
い
た
か
の
お
お
よ
そ
を
知
る

こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
（
表
－
参
照
）
。
一
五
九
〇
年
代
に
教
区
委
員
に
な
っ
た
一
一
人
の
う
ち
納
税
額
が
判
明
し
て
い
る
の
は
九
人
で
あ
る
。

こ
の
う
ち
、
三
分
の
二
に
あ
た
る
六
人
が
毎
週
ニ
ペ
ン
ス
以
上
を
納
税
し
て
い
る
。
毎
週
ニ
ペ
ン
ス
以
上
を
支
払
っ
て
い
る
の
は
、
全
納
税
者

六
〇
人
中
の
上
位
二
四
名
（
上
位
四
〇
％
）
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
教
区
で
は
教
区
委
員
は
・
王
と
し
て
相
対
的
に
富
裕
な
人
々
に
よ
っ
て
構
成
さ

れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
更
に
、
救
貧
税
納
税
者
自
体
が
あ
る
程
度
の
経
済
力
の
あ
る
人
々
か
ら
成
っ
て
い
た
事
実
を
付
け
加
え
る
必
要
が

あ
る
。
　
六
三
八
年
に
行
わ
れ
た
ロ
ン
ド
ン
市
民
の
財
産
調
査
に
よ
る
と
、
セ
ン
ト
・
バ
ー
ソ
ロ
ミ
ュ
ー
・
エ
ク
ス
チ
ェ
ン
ジ
教
区
で
は
全
世

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

帯
の
約
八
割
（
七
八
・
四
％
）
が
救
貧
税
を
負
撫
し
、
残
り
約
二
割
は
貧
困
等
の
理
由
で
免
除
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
仮
に
こ
の
比
率
を
一

五
九
七
年
の
ケ
ー
ス
に
適
用
す
る
と
、
六
〇
人
の
納
税
者
の
他
に
一
五
人
の
貧
し
い
階
層
が
存
在
し
た
わ
け
だ
。
以
上
の
デ
ー
タ
か
ら
、
同
教

区
で
教
区
委
員
と
な
っ
た
の
は
、
経
済
的
に
中
層
以
上
に
属
す
る
人
々
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。

　
で
は
、
他
の
役
職
に
つ
い
て
は
ど
う
か
。
同
様
の
分
析
を
監
査
役
に
つ
い
て
行
う
（
表
－
参
照
）
。
一
五
九
〇
年
代
に
監
査
役
と
な
っ
た
一
二
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人
の
う
ち
納
税
額
が
判
明
し
た
の
は
一
八
人
だ
が
、
そ
の
三
分
の
二
に
あ
た
る
一
二
人
が
毎
週
救
貧
税
を
三
ペ
ン
ス
以
上
納
め
て
い
る
。
全
納

税
者
の
中
で
毎
週
三
ペ
ン
ス
以
上
納
め
て
い
る
の
は
二
〇
人
（
上
位
の
三
分
の
一
）
で
あ
る
か
ら
、
監
査
役
の
方
が
教
区
委
員
よ
り
も
高
い
社
会

階
層
の
人
々
が
就
い
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
が
分
か
る
。
こ
れ
は
、
監
査
役
の
任
務
が
教
区
委
員
が
作
成
し
た
会
計
簿
の
検
査
・
監
督
で
あ
っ

た
こ
と
と
関
係
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
N
・
オ
ー
ル
ド
リ
ッ
ジ
に
よ
る
チ
ェ
ス
タ
ー
の
教
区
研
究
に
よ
る
と
、
教
区
委
員
が
教
区
の
実
務
を
担

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

当
し
、
そ
れ
よ
り
も
社
会
階
層
の
高
い
人
々
が
監
査
役
の
集
団
を
構
成
し
て
、
監
督
的
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
と
い
う
が
、
セ
ン
ト
・
バ
ー

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ソ
ロ
ミ
ュ
ー
教
区
に
つ
い
て
の
右
の
分
析
結
果
も
こ
の
事
実
を
裏
書
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
の
よ
う
に
、
教
区
委
員
、
監
査
役
と
い
っ
た
教
区
の
要
職
に
就
い
た
の
は
、
中
層
以
上
の
社
会
階

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
層
に
位
置
す
る
人
々
で
あ
っ
た
の
だ
が
、
し
か
し
、
ロ
ン
ド
ン
の
最
上
層
を
占
め
る
市
参
事
会
員

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
鋤
一
法
Φ
「
H
P
⇔
昌
）
が
教
区
の
要
職
に
就
く
こ
と
は
殆
ど
な
か
っ
た
。
一
五
七
三
－
四
年
に
は
市
長
も
務
め

表1　教区役人の救貧税納税額

毎週の納税額（1597年目 納税者数 教区委員の人数 濫査役の人数

8ペンス 1 0 1

6　　〃 4 0 2

4　　〃 8 1 5

3　　〃 7 3 4

2　　〃 4 2 1

L5　〃 5 1 2

1　　〃 22 2 3

0．5　ク 9 0 0

（　Vestry　Minortes　of　St．　Bartholomew，　pp．　23－44）

た
市
参
事
会
員
の
冒
ξ
困
《
＜
Φ
錺
が
～
五
七
〇
年
代
に
規
則
的
に
セ
ン
ト
・
バ
ー
ソ
ロ
ミ
ュ
ー
・
エ

ク
ス
チ
ェ
ン
ジ
教
区
の
教
区
会
に
出
席
し
た
り
、
或
い
は
、
市
参
事
会
員
の
〉
馨
げ
○
鎚
囲
餌
。
謀
ゆ
が

一
五
八
○
年
代
か
ら
一
五
九
〇
年
代
の
セ
ン
ト
・
ク
リ
ス
ト
フ
ァ
・
ル
・
ス
ト
ッ
ク
ス
教
区
の
教
区
会

に
出
席
し
た
と
い
う
よ
う
に
、
市
参
事
会
員
が
末
端
の
教
区
の
事
情
に
通
じ
る
た
め
に
積
極
的
に
教
区

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

の
活
動
に
参
加
す
る
と
い
う
こ
と
は
あ
っ
た
。
ま
た
、
市
参
事
会
員
に
昇
進
す
る
前
に
教
区
の
役
職
に

就
く
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
た
。
例
え
ば
、
後
の
市
参
事
会
員
≦
田
す
ヨ
濁
琶
2
は
一
五
八
九
年
六
月

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

一
日
に
セ
ン
ト
・
ダ
ン
ス
タ
ン
・
ス
テ
プ
ニ
ー
教
区
の
監
査
役
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
お
そ
ら
く

公
務
が
多
忙
な
た
め
で
あ
ろ
う
、
市
参
事
会
員
が
教
区
役
人
を
兼
ね
る
こ
と
は
殆
ど
な
か
っ
た
よ
う
だ
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
、
教
区
行
政
を
リ
ー
ド
し
た
教
区
役
人
た
ち
は
、
各
教
区
に
お
い
て
相
対
的
に
富

裕
な
中
層
階
層
以
上
に
属
し
つ
つ
も
、
市
参
事
会
員
等
に
到
達
し
て
市
政
の
中
枢
を
担
う
ま
で
に
は
至
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っ
て
い
な
い
人
々
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
た
、

　
①
Q
っ
．
m
巳
じ
σ
．
芝
Φ
ぴ
ダ
寧
軋
難
卜
象
霜
N
O
§
偽
ミ
ミ
ミ
》
6
ミ
§
寄
§
N
ミ
§
、
。

　
隷
さ
ミ
§
ミ
9
弓
。
ミ
帖
§
偽
≧
警
瀞
聖
誌
弾
ミ
覧
§
9
N
へ
、
曼
8
巳
§
‘

　
お
O
◎
箸
．
鵯
一
ω
ρ
≦
．
鐸
8
9
ρ
ρ
竜
馬
聖
勢
訪
9
更
§
恥
登
魯
猷
怖
か
滑
津
8
、
勢

　
駄
き
、
。
§
ミ
臨
薯
§
ミ
、
ミ
暁
。
ミ
醤
寧
茜
奪
気
0
9
ヨ
げ
器
質
α
Q
p
一
⑩
①
O
も
■
一
ら
。
．

　
②
憂
δ
・
達
巽
§
駄
蟄
さ
餐
薫
も
℃
」
1
昏
。
．

　
③
ω
．
帥
巳
b
σ
■
≦
Φ
げ
げ
甲
。
マ
9
f
薯
．
卜
。
ア
ト
、
9

　
④
憂
ξ
薫
ミ
皇
后
し
。
魅
さ
・
題
ミ
”
質
」
①
’

　
⑤
鍔
U
Φ
蓄
【
（
Φ
e
噌
導
沁
愚
さ
N
凡
ミ
≧
軋
寒
ヘ
ミ
畠
鮒
・
§
§
§
恥
ミ
慧
1
9
写

　
げ
「
雛
α
q
ρ
6
Q
。
さ
。
も
ワ
忠
ー
ミ
■

　
⑥
↓
■
国
』
帥
銭
建
（
Φ
e
曽
》
貸
亀
ミ
・
餐
執
ミ
詳
き
、
§
ミ
§
鍔
駄
蛯
§
ひ
§
ト

と
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
＜
o
一
層
押
じ
臨
8
ω
母
狽
㊤
。
。
一
一
℃
』
8
．

⑦
開
．
≦
「
蒔
岸
ぎ
昌
汚
毒
胃
写
≦
鵠
や
♂
g
昌
ミ
ミ
国
§
§
§
寧
お
N
慧
ミ
ト

　
無
題
”
寒
ミ
轟
気
飴
㎝
「
N
δ
9
窯
Φ
≦
哩
。
画
一
雪
Φ
も
や
5
ω
1
お
の
．

⑧
』
．
や
じ
d
。
葺
。
p
寒
奪
ぽ
ミ
浮
。
。
寒
ミ
い
鼠
婁
ワ
雛
ρ
奪
ミ
ミ
ミ
駐
ミ
蟄

　
し
ウ
ミ
導
ミ
ミ
ミ
翼
電
．
一
認
…
同
ω
ω
．

⑨
翼
．
≧
弾
置
σ
q
①
噸
8
。
冠
ξ
簿
邑
賦
Φ
註
受
ぎ
9
①
ω
曇
℃
鋤
増
蓉
㊦
ω

　
顧
お
1
6
お
．
し
⇒
ω
■
≦
円
お
緊
（
Φ
e
り
o
P
。
陣
f
窓
■
δ
①
占
O
Q
。
．

⑩
家
電
巡
ご
ミ
巨
魚
要
ヒ
u
ミ
ぎ
ご
ミ
§
も
Ψ
し
。
一
介
①
1
こ
ぎ
防
昌
」
§
ミ
§
駄
要

　
G
》
謎
鳳
信
富
き
窓
．
お
一
一
P

⑪
さ
§
識
駐
駄
恥
§
藁
葺
建
㌶
罫
℃
」
樋
．
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第
二
章
　
教
会
出
席
状
況
と
教
区
委
員
の
活
動

　
従
来
、
＝
ハ
世
紀
後
半
か
ら
一
七
世
紀
に
か
け
て
の
ロ
ン
ド
ン
に
お
け
る
教
会
出
席
状
況
の
悪
さ
が
指
摘
さ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
そ
の

際
、
当
時
の
ロ
ン
ド
ン
に
は
教
会
以
外
に
人
を
引
き
つ
け
る
も
の
、
例
え
ば
、
劇
場
、
テ
ム
ズ
川
南
岸
サ
ザ
ー
ク
の
パ
リ
ス
・
ガ
ー
デ
ン
の
ク

マ
い
じ
め
、
居
酒
屋
そ
の
他
の
娯
楽
施
設
が
多
数
存
在
し
て
い
た
た
め
教
会
の
影
が
薄
か
っ
た
と
い
う
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
ナ
イ
ー
ヴ
な
根

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

拠
に
基
づ
く
見
解
は
随
所
に
見
受
け
ら
れ
る
。
し
か
し
、
教
会
出
席
状
況
悪
化
の
原
因
と
し
て
、
本
質
的
な
意
味
で
よ
り
重
要
な
の
は
、
ロ
ン

ド
ン
に
お
け
る
急
激
な
人
口
増
加
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ロ
ン
ド
ン
で
は
、
一
教
区
あ
た
り
の
面
積
は
小
さ
い
も
の
の
、
一
六
世
紀
後
半
以

降
の
増
大
す
る
流
入
人
口
に
よ
り
、
国
教
強
制
が
困
難
な
状
況
が
生
じ
つ
つ
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
き
た
。
即
ち
、
国
教
会
に
信
従
せ
ぬ
者
が

大
都
市
ロ
ン
ド
ン
の
雑
踏
の
中
に
紛
れ
込
ん
で
し
ま
う
恐
れ
が
あ
る
、
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
例
え
ば
、
一
五
八
　
年
五
月
二
八
日
、
枢
密
院

が
ロ
ン
ド
ン
市
長
と
ロ
ン
ド
ン
主
教
に
宛
て
た
報
告
に
は
、
全
国
の
様
々
な
場
所
か
ら
、
国
教
会
に
信
従
す
る
の
を
拒
む
連
中
が
、
追
求
を
逃
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②

れ
よ
う
と
し
て
ロ
ン
ド
ン
市
に
入
り
込
ん
だ
、
と
あ
る
。
ま
た
、
人
口
増
加
に
よ
っ
て
、
教
区
民
に
教
会
出
席
を
促
す
こ
と
が
困
難
な
状
況
が

生
じ
つ
つ
も
あ
っ
た
。
例
え
ば
、
市
壁
の
内
と
外
に
ま
た
が
る
大
教
区
セ
ン
ト
・
ス
テ
フ
ァ
ン
・
コ
ー
ル
マ
ン
ス
ト
リ
ー
ト
の
教
区
聖
職
者
で

あ
る
｝
o
ぎ
U
碧
Φ
巷
。
欝
が
＝
ハ
三
〇
年
に
述
べ
た
と
こ
ろ
で
は
、
彼
は
聖
餐
に
あ
ず
か
る
人
々
（
O
O
旨
ヨ
信
口
困
0
9
罷
肯
）
が
一
四
〇
〇
入
い
る
自
分

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

の
教
区
の
教
区
民
の
大
半
を
知
ら
な
い
と
い
う
。
な
ぜ
な
ら
、
「
彼
ら
の
数
は
あ
ま
り
に
も
多
く
、
あ
ま
り
に
も
頻
繁
に
住
所
を
変
え
る
か
ら
」
。

こ
の
例
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
急
激
な
人
口
増
加
は
、
ロ
ン
ド
ン
の
諸
教
区
に
お
け
る
匿
名
性
を
高
め
、
教
区
聖
職
者
や
教
区
会
の
有
力
メ
ン

バ
ー
が
教
区
民
の
動
向
を
把
握
し
き
れ
な
い
、
と
い
う
状
況
を
生
み
出
し
か
ね
な
か
っ
た
。
近
世
ロ
ン
ド
ン
危
機
論
を
主
張
す
る
ク
ラ
ー
ク
と

ス
ラ
ッ
ク
は
そ
の
共
著
に
お
い
て
、
人
目
増
加
の
著
し
か
っ
た
ロ
ン
ド
ン
郊
外
地
域
を
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
ピ
ュ
リ
タ
ン
の
巣
窟
と
み
な
し
て
閾
題

　
　
④

に
し
た
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
教
区
の
史
料
を
詳
し
く
見
る
と
、
教
区
役
人
ら
の
努
力
に
よ
り
、
実
際
に
は
教
会
出
席
状
況
の
改
善
が
促
進
さ
れ
て
い
た

ケ
ー
ス
が
い
く
つ
か
存
在
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。
例
え
ば
、
セ
ン
ト
・
バ
ー
ソ
ロ
ミ
ュ
ー
・
エ
ク
ス
チ
ェ
ン
ジ
教
区
で
は
、
一
五
八
三
年
三
月

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

に
、
毎
日
聖
日
に
教
会
を
欠
席
す
る
者
に
救
貧
用
の
施
し
物
を
与
え
な
い
こ
と
が
決
定
さ
れ
、
貧
民
に
教
会
出
席
を
促
す
努
力
が
な
さ
れ
た
。

ま
た
、
オ
ー
ル
ハ
ロ
ウ
ズ
・
ザ
・
グ
レ
ー
ト
教
区
は
、
一
六
三
八
年
に
二
四
八
世
帯
を
有
す
る
比
較
的
大
き
な
教
区
で
あ
っ
た
が
、
＝
ハ
一
五

年
の
教
区
会
に
お
い
て
、
二
人
の
補
佐
役
が
毎
日
躍
日
の
午
前
中
に
教
会
を
欠
席
し
た
も
の
を
チ
ェ
ッ
ク
し
、
教
区
委
員
が
欠
席
者
に
一
回
欠

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

席
に
つ
き
一
ニ
ペ
ン
ス
の
罰
金
を
課
す
か
、
よ
り
頻
繁
に
違
反
す
る
者
を
告
訴
す
る
こ
と
が
決
定
さ
れ
た
。

　
最
後
に
、
」
・
P
・
ボ
ル
ト
ン
の
研
究
に
拠
り
つ
つ
、
人
口
数
千
人
を
数
え
る
大
教
区
に
お
い
て
さ
え
、
教
会
出
席
が
効
果
的
に
促
進
さ
れ

得
た
こ
と
を
示
す
例
を
引
く
。
テ
ム
ズ
川
南
岸
に
位
置
す
る
セ
ン
ト
・
セ
イ
ヴ
ィ
ア
・
サ
ザ
ー
ク
教
区
は
ロ
ン
ド
ン
危
機
論
者
が
彼
ら
の
標
的

と
す
る
、
い
わ
ゆ
る
典
型
的
な
「
郊
外
教
区
」
で
あ
る
が
、
一
五
四
七
年
に
三
二
〇
〇
人
で
あ
っ
た
同
教
区
の
人
口
は
、
＝
ハ
〇
三
年
冬
は
七

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

○
○
○
人
に
、
一
六
三
一
年
に
は
九
三
〇
〇
人
に
増
え
た
。
こ
の
大
教
区
に
残
っ
て
い
る
聖
餐
式
出
席
者
に
つ
い
て
の
デ
ー
タ
か
ら
、
教
区
役

人
ら
の
人
口
増
加
へ
の
対
応
の
仕
方
が
窺
え
る
の
で
あ
る
。
セ
ン
ト
・
セ
イ
ヴ
ィ
ア
教
区
の
聖
餐
式
実
施
方
法
の
特
色
は
、
聖
餐
式
用
の
チ
ケ
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ッ
ト
（
○
○
冨
ヨ
償
⇒
同
O
口
　
一
〇
げ
Φ
⇒
）
の
使
用
と
聖
餐
式
出
席
資
格
者
リ
ス
ト
の
作
成
で
あ
る
。
ま
ず
、
毎
年
三
月
に
教
区
委
員
は
各
世
帯
の
出
席
資

格
者
数
を
数
え
て
リ
ス
ト
に
記
入
す
る
。
次
に
、
一
回
の
聖
餐
式
へ
の
出
席
者
の
数
を
限
る
た
め
に
、
復
活
祭
か
ら
聖
霊
降
臨
祭
の
間
に
一
定

の
間
隔
を
空
け
て
＝
疋
の
数
の
人
々
に
チ
ケ
ッ
ト
の
配
布
が
行
わ
れ
る
。
貧
困
に
よ
り
特
別
に
免
除
さ
れ
る
者
以
外
は
チ
ケ
ッ
ト
一
個
に
つ
き
、

三
ペ
ン
ス
を
支
払
う
。
然
る
べ
き
期
問
を
経
て
教
区
委
員
は
二
回
目
の
巡
回
を
行
い
、
前
回
の
聖
餐
式
欠
席
者
の
チ
ェ
ッ
ク
が
行
わ
れ
て
、
結

果
的
に
は
洩
れ
な
く
聖
餐
式
を
受
け
る
よ
う
、
配
慮
工
夫
が
な
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
な
方
法
で
、
教
区
の
役
人
ら
は
聖
餐
式
へ
の
出
席
を
積
極

的
に
促
し
、
ま
た
出
席
状
況
を
確
実
に
把
握
し
よ
う
と
し
た
わ
け
で
あ
る
。
＝
ハ
〇
三
年
に
は
、
同
教
区
に
お
い
て
聖
餐
式
へ
の
出
席
資
格
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

持
つ
四
二
三
二
人
の
う
ち
、
三
七
〇
〇
入
、
即
ち
、
全
体
の
八
七
・
四
％
が
出
席
し
た
、
と
い
う
。

　
こ
の
セ
ン
ト
・
セ
イ
ヴ
ィ
ア
・
サ
ザ
ー
ク
教
区
は
テ
ム
ズ
南
岸
の
市
心
外
地
域
に
位
置
し
て
お
り
、
こ
の
う
ち
バ
ラ
・
サ
イ
ド
（
b
d
・
δ
q
σ
Q
7

ω
一
審
）
地
区
以
外
の
地
域
は
ロ
ン
ド
ン
市
当
局
の
管
轄
外
に
あ
っ
た
こ
と
は
注
目
し
て
よ
い
だ
ろ
う
。
即
ち
、
ロ
ン
ド
ン
危
機
論
者
が
と
り
わ

け
不
安
定
な
地
域
で
あ
る
と
主
張
す
る
ロ
ン
ド
ン
市
管
轄
外
の
郊
外
地
域
に
お
い
て
さ
え
、
か
な
り
有
効
な
教
区
支
配
が
可
能
で
あ
っ
た
ら
し

い
こ
と
が
こ
こ
に
読
み
取
れ
る
の
で
あ
る
。

　
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
だ
け
の
例
か
ら
ロ
ン
ド
ン
危
機
論
者
の
主
張
が
薩
ち
に
崩
れ
る
わ
け
で
は
あ
る
ま
い
。
し
か
し
、
既
に
見
た
よ
う
に
、
従

来
の
「
教
会
不
安
説
」
は
や
や
も
す
れ
ば
、
当
時
の
一
般
的
文
化
風
潮
と
か
、
信
仰
の
熱
意
に
燃
え
る
聖
職
者
が
教
会
の
現
状
を
憂
え
る
思
い

か
ら
発
し
た
言
葉
な
ど
か
ら
帰
納
し
た
結
果
に
負
う
と
こ
ろ
が
意
外
に
大
き
い
、
と
も
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
先
述
の
」
・
P
・
ボ

ル
ト
ン
に
代
表
さ
れ
る
地
味
で
は
あ
る
が
実
証
的
な
研
究
は
、
セ
ン
ト
・
セ
イ
ヴ
ィ
ア
・
サ
ザ
ー
ク
教
区
以
外
の
郊
外
地
域
の
大
教
区
に
お
い

て
も
、
教
会
の
出
席
率
は
、
実
は
、
意
外
に
高
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
の
推
測
を
強
い
る
よ
う
に
思
え
る
。
少
な
く
と
も
、
ロ
ン
ド
ン
の

教
区
が
、
市
の
内
外
を
問
わ
ず
、
総
体
的
に
秩
序
と
統
棚
を
欠
き
、
混
乱
に
陥
っ
て
い
た
と
す
る
従
来
の
議
論
に
は
修
正
を
加
え
る
必
要
が
あ

る
と
思
わ
れ
る
。

　
①
℃
6
亀
ヨ
し
。
。
鋭
§
島
偽
N
喧
。
・
N
駄
㍗
ミ
婁
§
登
§
9
ミ
鼻
帖
嵩
寧
軋
§
き
職
＆
　
　
N
融
P
N
験
．
○
臥
9
拝
這
。
。
卜
、
も
。
』
O
令
8
α
’
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ロ
ン
ド
ン
市
に
お
け
る
居
酒
屋
の
多
さ
が
憂
慮
す
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
、

　
一
六
一
八
年
九
月
に
、
枢
密
院
が
ロ
ン
ド
ン
市
長
・
市
参
事
会
に
宛
て
た
手
紙
の

　
中
で
、
「
古
来
の
諸
法
に
よ
る
と
、
ロ
ン
ド
ン
市
内
の
居
酒
屋
の
数
は
四
〇
軒
に

　
制
限
さ
れ
て
い
る
の
に
、
今
や
そ
の
数
は
四
〇
〇
軒
を
超
え
て
い
る
」
と
警
告
を

　
発
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
≦
層
同
委
ユ
郎
ρ
○
＜
o
邑
一
（
o
α
ω
シ

　
聾
ミ
ミ
§
N
§
寒
冒
ミ
導
Q
浄
、
譜
恥
曼
律
s
、
募
き
ミ
§
轡
蕊
ミ
免
尋
、
ミ
ミ
Ψ
§
ミ
葛

　
‡
§
き
ミ
霜
ミ
§
e
q
き
免
缶
、
き
帖
竃
防
駄
㌧
註
Ω
電
駄
卜
§
さ
タ
舞
舞
N
象
典
一
〇
。
刈
。
。

　
（
以
下
、
§
琴
、
o
肉
§
N
鳴
ミ
竪
ミ
ミ
建
と
略
記
）
’
や
0
麓
’

②
ぎ
幾
ミ
沁
§
§
穿
§
§
ら
．
巳
メ

③
℃
マ
O
。
票
コ
ω
8
‘
。
や
塾
；
署
』
同
O
心
藁

④
℃
．
Ω
。
時
効
巳
や
2
8
貫
肉
、
自
立
》
§
§
窮
註
寧
§
輪
ミ
§
猿
皐
謡
§
亭

　
刈
N
I
刈
G
Q
・

⑤
奪
こ
峯
認
ミ
a
亀
嵩
ヒ
○
ミ
ミ
§
§
も
’
置
’

⑥
旨
℃
．
c
u
。
・
ぎ
p
．
誤
Φ
に
鼠
〔
ω
○
｛
男
。
§
巴
菊
色
陣
α
q
δ
円
ひ
⑦
と
巨
駐
g
笥
。
臣

　
o
｛
口
。
ぞ
O
o
ヨ
ヨ
諺
δ
路
ぎ
ぴ
讐
㊦
二
一
N
p
ぴ
Φ
夢
毬
僧
滋
国
壁
《
ω
ε
費
［
じ
。
鼠
8
、
ρ

　
卜
§
誉
韓
＆
、
ミ
ミ
N
L
O
（
同
り
。
。
剃
γ
薯
■
お
α
山
ω
◎

⑦
旨
℃
層
じ
σ
。
島
。
戸
甫
訂
＝
邑
〔
ω
。
｛
甥
。
§
臥
幻
日
σ
q
δ
⇒
．
Ψ
誌
N

⑧
｝
．
℃
層
¢
d
。
島
。
戸
さ
慧
ぽ
ミ
ぎ
。
栽
ミ
ミ
き
9
8
；
p
卜
、
お
山
。
。
膳
・

第
三
章
　
ロ
ン
ド
ン
市
行
政
に
お
け
る
教
区
の
役
割

第
一
節
　
市
当
局
・
区
と
教
区
の
関
係
l
l
治
安
維
持
対
策
を
例
に

近世ロンドンの教区（宮川）

　
ロ
ン
ド
ン
市
を
構
成
す
る
基
本
的
な
下
部
行
政
組
織
の
単
位
は
、
本
来
、
区
（
≦
鋤
a
）
で
あ
っ
た
。
ロ
ン
ド
ン
市
政
の
頂
点
を
占
め
る
二
六

人
の
市
参
事
会
員
は
そ
れ
ぞ
れ
市
の
二
六
区
の
代
表
で
あ
り
、
市
議
会
（
O
O
き
ヨ
○
昌
　
O
O
留
口
O
一
一
）
の
議
員
も
区
を
単
位
に
選
ば
れ
て
い
た
。
毎
年

＝
一
月
に
市
参
事
会
員
が
議
長
と
な
っ
て
各
区
で
開
か
れ
た
区
会
で
は
、
市
議
会
員
の
他
、
治
安
官
（
O
O
跡
の
酔
山
げ
一
Φ
）
、
警
吏
（
び
＄
色
Φ
）
、
審
問

官
（
ヨ
ρ
償
Φ
。
。
酔
ヨ
雪
）
、
清
掃
係
（
。
。
＄
く
魯
α
q
Φ
門
）
な
ど
末
端
行
政
業
務
を
担
う
区
の
役
人
が
選
ば
れ
て
い
た
。
ま
た
一
⊥
ハ
世
紀
中
頃
よ
り
、
市
議
会

員
の
一
人
は
、
市
参
事
会
員
の
代
理
（
四
号
塁
雪
、
し
。
号
を
巳
と
し
て
、
区
に
常
駐
し
、
浮
浪
者
を
処
罰
し
た
り
、
貧
民
の
家
の
間
借
人
を
追
い

出
し
た
り
、
怠
け
者
・
犯
罪
者
を
ブ
ラ
イ
ド
ウ
ェ
ル
・
ホ
ス
ピ
タ
ル
へ
送
る
な
ど
、
区
の
治
安
維
持
の
任
務
を
果
た
し
た
。
こ
の
よ
う
に
区
は
、

ロ
ン
ド
ン
市
に
お
け
る
末
端
行
政
単
位
と
し
て
然
る
べ
き
位
置
を
占
め
て
い
た
こ
と
は
確
か
で
あ
り
、
こ
れ
が
パ
ー
ル
の
「
ロ
ン
ド
ン
安
定

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

論
」
を
支
え
る
根
拠
で
あ
る
こ
と
は
、
既
に
見
た
通
り
で
あ
る
。
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一
方
、
教
区
は
教
会
の
単
位
（
主
教
区
の
下
部
単
位
）
で
あ
っ
て
、
本
来
、
市
政
と
は
何
ら
関
係
を
持
た
ぬ
は
ず
の
も
の
で
あ
っ
た
。
教
区
の

境
界
も
区
は
お
ろ
か
、
ロ
ン
ド
ン
市
の
境
界
と
す
ら
一
致
し
て
い
な
か
っ
た
。

　
と
こ
ろ
が
、
こ
こ
で
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
区
の
行
政
を
遂
行
し
た
先
述
の
区
の
役
人
の
多
く
が
、
実
は
区
会
に
先
立
っ
て
区

内
の
教
区
の
教
区
会
に
お
い
て
指
名
さ
れ
て
い
た
、
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
区
会
は
役
人
選
出
に
あ
た
っ
て
、
教
区
会
が
選
ん
だ
候
補
を
追
認

す
る
だ
け
の
役
割
し
か
果
た
し
て
い
な
か
っ
た
。
例
え
ば
、
セ
ン
ト
・
バ
ー
ソ
ロ
ミ
ュ
ー
・
エ
ク
ス
チ
ェ
ン
ジ
教
区
の
教
区
会
議
事
録
に
よ
る

と
、
治
安
官
、
審
問
官
、
清
掃
係
の
三
つ
の
役
職
は
、
常
に
教
区
会
に
お
い
て
教
区
民
の
中
か
ら
選
ば
れ
て
お
り
、
あ
た
か
も
教
区
付
の
肉
入

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

で
あ
る
か
の
よ
う
な
扱
い
を
受
け
て
い
る
。
ま
た
、
時
に
は
市
議
会
員
を
教
区
会
が
選
ぶ
こ
と
も
あ
っ
た
。
F
・
フ
ォ
ス
タ
ー
の
研
究
に
よ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

と
、
現
存
す
る
ロ
ン
ド
ン
の
教
区
会
議
事
録
の
半
数
以
上
に
区
役
人
を
指
名
し
た
記
録
が
残
っ
て
い
る
と
い
う
。
こ
の
よ
う
に
、
区
の
行
政
を

担
っ
て
い
た
の
は
、
実
際
に
は
、
い
わ
ば
教
区
の
影
響
下
に
あ
る
人
々
で
あ
っ
た
の
だ
。

　
更
に
、
区
の
業
務
自
体
も
そ
の
遂
行
に
あ
た
っ
て
教
区
に
依
存
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
区
の
裁
判
機
能
を
損
畿
し
た
区
審
問
を
例
に
み
て
み

よ
う
。
区
審
問
は
、
先
に
挙
げ
た
審
問
官
に
よ
っ
て
運
営
さ
れ
、
市
条
例
違
反
、
不
法
建
築
、
不
法
間
借
人
な
ど
を
摘
発
し
、
市
参
事
会
員
に

　
　
　
　
　
　
④

訴
え
る
な
ど
し
た
。
と
こ
ろ
で
こ
の
場
合
、
毎
月
開
か
れ
る
区
審
問
に
訴
え
る
た
め
の
予
備
調
査
を
教
区
会
が
行
っ
て
い
た
事
実
は
注
目
し
て

よ
い
。
例
え
ば
、
セ
ン
ト
・
ア
ン
ド
リ
ュ
ウ
・
ホ
ル
ボ
ー
ン
教
区
の
教
区
会
議
事
録
に
は
、
怠
け
者
、
浮
浪
者
、
ご
ろ
つ
き
、
教
会
欠
席
者
等

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

を
予
め
教
区
会
が
尋
問
し
、
区
会
ま
た
は
区
審
問
は
そ
れ
を
受
け
た
上
で
起
訴
す
べ
き
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
セ
ン
ト
・
マ
ー
ガ
レ
ッ
ト
・

ロ
ス
ベ
リ
教
区
で
は
、
一
五
七
九
年
、
市
参
事
会
員
の
命
令
に
よ
り
、
こ
の
よ
う
な
任
務
を
遂
行
す
る
た
め
に
、
六
人
の
富
裕
な
教
区
民
が
選

　
　
　
　
⑥

ば
れ
て
い
る
。

　
そ
の
他
、
本
来
は
区
単
位
に
徴
集
さ
れ
る
べ
き
十
五
分
の
　
税
（
閏
寮
Φ
Φ
⇒
邑
も
教
区
単
位
で
課
税
・
徴
集
さ
れ
た
り
、
市
長
・
市
参
事
会

員
の
命
令
も
し
ば
し
ば
教
区
会
を
通
じ
て
市
民
に
伝
え
ら
れ
る
な
ど
、
教
区
が
区
の
権
限
を
吸
収
し
て
い
っ
た
例
は
多
く
み
ら
れ
る
。
こ
の
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

う
に
、
ロ
ン
ド
ン
の
教
区
は
、
市
政
に
お
け
る
「
影
の
行
政
区
」
と
し
て
確
莫
に
そ
の
重
要
性
を
高
め
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
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近世mンドンの教区（宮川）

　
一
方
、
帯
当
局
の
側
で
も
、
ロ
ン
ド
ン
の
安
定
を
確
保
し
よ
う
と
す
る
際
、
教
区
の
働
き
に
期
待
す
る
と
こ
ろ
が
ま
す
ま
す
大
き
く
な
っ
て

い
っ
た
。
そ
れ
を
示
す
例
と
し
て
、
一
六
世
紀
後
半
以
来
の
急
激
な
人
口
増
加
の
結
果
ロ
ン
ド
ン
布
が
抱
え
込
む
こ
と
に
な
っ
た
問
題
の
う
ち
、

治
安
維
持
、
特
に
浮
浪
者
対
策
の
問
題
を
取
り
上
げ
て
考
察
し
て
み
よ
う
。

　
＝
ハ
世
紀
後
半
か
ら
一
七
世
紀
に
か
け
て
浮
浪
者
問
題
が
ロ
ン
ド
ン
に
お
い
て
深
刻
化
し
て
い
た
こ
と
は
、
ロ
ン
ド
ン
市
の
矯
正
施
設
で
あ

る
ブ
ラ
イ
ド
ウ
ェ
ル
・
ホ
ス
ピ
タ
ル
へ
送
ら
れ
た
浮
浪
者
の
数
が
如
実
に
示
し
て
い
る
。
即
ち
、
ベ
イ
ヤ
ー
の
研
究
に
よ
る
と
、
ブ
ラ
イ
ド
ウ

ェ
ル
の
理
事
た
ち
に
よ
っ
て
裁
か
れ
た
浮
浪
者
数
は
一
五
六
〇
一
六
～
年
に
は
六
九
人
で
あ
っ
た
の
が
、
＝
ハ
ニ
四
…
二
五
年
に
は
八
一
五
人

と
な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
一
五
六
〇
年
か
ら
一
六
二
五
年
ま
で
に
ブ
ラ
イ
ド
ウ
ェ
ル
で
裁
か
れ
た
浮
浪
者
の
数
は
約
｝
二
倍
に
増
え
た
わ
け

　
　
⑧

で
あ
る

　
一
五
七
二
年
の
「
浮
浪
者
の
処
罰
な
ら
び
に
貧
民
・
無
能
力
者
救
済
の
た
め
の
法
」
（
≧
》
喫
す
ひ
Φ
℃
§
一
転
ヨ
Φ
艮
・
｛
＜
⇔
α
q
島
。
巳
ω
雪
ユ
h
9

囲
窪
駄
。
｛
簿
Φ
℃
0
9
き
ユ
ぎ
℃
9
魯
叶
）
の
規
定
に
よ
る
と
、
捕
ら
え
ら
れ
た
浮
浪
者
は
四
季
裁
判
ま
た
は
巡
回
裁
判
に
よ
っ
て
裁
か
れ
、
処
罰
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

受
け
る
こ
と
と
な
っ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
一
五
九
八
年
の
「
ご
ろ
つ
き
、
浮
浪
者
、
健
康
な
乞
食
を
罰
す
る
た
め
の
法
」
（
〉
・
〉
。
＝
霞

℃
彗
一
羅
臼
①
馨
・
｛
菊
。
α
q
器
ρ
＜
鋤
σ
q
ぎ
。
匿
の
き
ユ
望
霞
身
じ
d
Φ
α
q
α
q
五
音
の
規
定
で
は
、
四
季
裁
判
な
ど
正
式
の
裁
判
で
対
処
さ
れ
る
の
は
凶
悪
な
浮
浪
者

の
み
で
、
そ
の
他
の
場
合
に
は
教
区
が
略
式
に
裁
き
処
罰
す
べ
き
こ
と
と
さ
れ
た
。
即
ち
、
一
五
九
八
年
法
に
よ
り
、
教
区
は
独
力
で
浮
浪
者

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

問
題
に
対
処
す
る
権
限
が
与
え
ら
れ
た
わ
け
で
あ
る
。

　
も
っ
と
も
、
ロ
ン
ド
ン
の
諸
教
区
に
関
し
て
は
、
｝
五
九
八
年
法
以
前
に
、
既
に
浮
浪
者
問
題
に
取
り
組
む
体
制
が
整
っ
て
い
た
こ
と
は
注

目
に
値
す
る
。
こ
の
こ
と
は
、
ロ
ン
ド
ン
市
に
お
い
て
治
安
維
持
の
主
力
を
担
っ
た
治
安
官
（
こ
の
役
職
の
指
名
権
も
教
区
が
握
る
こ
と
が
多
か
っ

た
こ
と
は
既
に
述
べ
た
通
り
で
あ
る
）
が
浮
浪
者
間
題
に
十
分
対
応
で
き
ぬ
た
め
に
生
じ
た
結
果
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
治
安
官
の
任
務
は
、
浮

浪
者
の
逮
捕
、
住
民
に
よ
る
夜
警
の
組
織
・
監
督
、
消
火
・
消
灯
令
の
実
施
、
新
住
民
調
査
・
名
簿
作
成
な
ど
多
岐
に
渡
っ
て
い
る
が
、
こ
の

う
ち
浮
浪
者
逮
捕
の
点
で
治
安
官
の
活
動
が
不
十
分
で
あ
る
と
の
不
満
が
多
か
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
先
述
し
た
よ
う
に
、
ロ
ン
ド
ン
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の
浮
浪
者
が
急
激
に
増
え
る
と
い
う
状
況
の
も
と
で
は
、
他
に
多
く
の
任
務
を
抱
え
た
治
安
官
に
こ
の
問
題
に
対
す
る
満
足
な
対
応
を
望
む
こ

と
に
は
、
も
と
も
と
無
理
が
あ
っ
た
と
い
わ
ざ
る
を
え
ま
い
。
こ
の
よ
う
な
事
情
を
考
慮
し
て
で
あ
ろ
う
、
一
五
七
三
年
に
各
教
区
は
浮
浪
者

監
視
人
（
し
。
霞
く
Φ
岩
茸
｛
霞
渉
①
話
α
Q
困
鋤
無
し
。
）
を
任
命
す
る
よ
う
命
じ
ら
れ
、
以
後
、
市
長
や
市
参
事
会
員
に
よ
り
、
引
き
続
き
こ
の
役
職
を
維
持
す

る
こ
と
が
再
三
に
渡
っ
て
命
じ
ら
れ
て
い
る
。
監
視
人
の
仕
事
に
は
、
は
じ
め
は
教
区
罠
が
無
給
で
順
番
に
就
い
て
い
た
が
、
や
が
て
有
給
の

監
視
人
を
各
教
区
で
雇
う
こ
と
が
多
く
な
っ
た
。
浮
浪
者
専
門
の
役
人
の
設
置
に
よ
り
、
教
区
は
従
来
以
上
に
浮
浪
者
問
題
、
ひ
い
て
は
治
安

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

の
維
持
に
よ
り
き
め
細
か
く
貢
献
し
う
る
体
制
を
敷
く
こ
と
が
で
き
た
と
い
え
よ
う
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
監
視
人
の
設
置
に
関
し
て
、
教
区
の
側
に
不
満
が
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
ま
た
常
に
市
長
・
市
参
事
会
の
い
い
な
り

に
な
っ
て
い
た
わ
け
で
も
な
い
こ
と
は
、
「
教
区
」
の
存
在
の
意
味
を
考
え
る
上
で
無
視
で
き
な
い
事
実
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
一
例
と
し
て
、

セ
ン
ト
・
バ
ー
ソ
ロ
ミ
ュ
ー
・
エ
ク
ス
チ
ェ
ン
ジ
教
区
の
場
合
を
み
て
み
よ
う
。
浮
礁
〇
二
年
一
二
月
二
六
日
の
教
区
会
に
お
い
て
、
市
長
の

命
令
に
従
っ
て
、
ご
ろ
つ
き
、
物
乞
い
に
対
処
す
る
た
め
の
監
視
人
が
指
名
さ
れ
た
。
と
こ
ろ
が
、
＝
ハ
〇
三
年
三
月
一
三
日
の
教
区
会
で
は
、

こ
の
監
視
人
の
給
料
の
高
さ
に
辟
易
し
た
教
区
有
力
者
た
ち
は
、
「
見
曲
り
を
す
る
の
は
治
安
官
の
責
任
で
あ
っ
て
、
教
区
民
が
彼
〔
治
安
官
］

の
責
任
を
軽
く
し
て
や
る
い
わ
れ
は
な
い
」
と
主
張
し
て
、
勝
手
に
こ
の
役
職
を
廃
止
し
て
し
ま
っ
た
。
＝
ハ
〇
三
年
四
月
二
一
日
付
の
市
長

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

の
命
令
に
よ
り
、
再
び
監
視
人
を
設
け
る
こ
と
が
命
じ
ら
れ
、
五
月
一
日
の
教
区
会
で
よ
う
や
く
こ
の
役
人
が
再
指
名
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

お
そ
ら
く
、
教
区
の
側
で
は
、
浮
浪
者
対
策
の
必
要
性
を
認
め
つ
つ
も
、
そ
の
責
任
が
ま
す
ま
す
教
区
に
押
し
付
け
ら
れ
る
傾
向
に
対
し
て
不

満
と
反
発
の
意
志
表
示
が
必
要
と
考
え
た
で
あ
ろ
う
こ
と
が
推
察
さ
れ
る
。
も
う
ひ
と
つ
、
同
様
の
例
を
引
く
。
セ
ン
ト
・
マ
ー
ガ
レ
ッ
ト
・

ロ
ス
ベ
リ
教
区
で
は
、
一
五
八
○
年
二
月
二
八
日
に
全
会
一
致
で
ピ
篭
Φ
聖
な
る
人
物
を
浮
浪
者
監
視
人
に
選
ん
だ
が
、
市
参
事
会
員
代
理
の

し
d
①
。
訂
簿
氏
が
こ
の
人
選
に
反
対
し
、
い
聴
ぽ
氏
の
就
任
を
禁
じ
た
。
教
区
会
は
ゆ
Φ
爵
①
露
氏
に
反
対
す
る
理
由
を
問
い
た
だ
し
た
が
、
納
得

の
ゆ
く
理
由
を
つ
い
に
聞
く
こ
と
が
な
か
っ
た
。
そ
の
結
果
、
こ
の
教
区
は
、
市
参
事
会
員
代
理
の
意
見
を
無
視
し
て
、
U
琶
①
氏
の
任
命
に

　
　
　
　
⑬

踏
み
切
っ
た
。
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こ
れ
ら
の
例
か
ら
も
、
教
区
が
市
長
・
市
参
事
会
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
ス
タ
ン
ス
を
取
っ
て
い
た
か
、
そ
の
片
鱗
が
窺
い
知
れ
る
で
あ
ろ

う
。
こ
う
し
て
教
区
は
、
区
の
権
限
を
吸
収
・
融
合
し
て
行
く
過
程
で
、
ロ
ン
ド
ン
市
政
の
末
端
に
確
実
に
位
置
付
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

し
か
し
、
本
来
は
市
政
と
は
無
関
係
な
宗
教
上
の
単
位
で
あ
っ
た
教
区
は
、
上
部
の
行
政
機
構
・
市
当
局
に
対
し
て
で
き
る
だ
け
独
立
性
を
保

持
し
よ
う
と
す
る
姿
勢
が
一
貫
し
て
み
ら
れ
、
そ
の
た
め
両
者
の
間
に
相
互
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
と
も
い
う
べ
き
微
妙
な
緊
張
関
係
が
存
続
し
て
い

く
事
実
が
確
認
で
き
る
の
で
あ
る
。

第
二
節
　
ペ
ス
ト
対
策
と
教
区

近世mンドンの教区（宮川）

　
ロ
ン
ド
ン
は
一
六
世
紀
後
半
か
ら
一
七
世
紀
前
半
に
か
け
て
、
再
三
に
渡
っ
て
ペ
ス
ト
に
見
舞
わ
れ
、
甚
大
な
被
害
を
出
し
て
い
た
。
枢
密

院
は
、
ロ
ン
ド
ン
市
に
ペ
ス
ト
対
策
強
化
を
繰
り
返
し
迫
り
、
一
五
七
八
年
の
流
行
時
に
は
、
ロ
ン
ド
ン
市
の
有
力
者
を
召
集
し
て
、
自
発
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

に
有
効
な
対
処
を
し
な
い
な
ら
、
枢
密
院
は
よ
り
苛
酷
で
負
担
の
重
い
命
令
を
出
す
、
と
脅
し
も
し
た
。

　
も
ち
ろ
ん
、
ロ
ン
ド
ン
市
も
ペ
ス
ト
流
行
を
手
を
慕
い
て
眺
め
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
市
当
局
は
、
感
染
者
の
拡
大
を
防
ぐ
た
め
に
、
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

が
密
集
す
る
こ
と
を
妨
げ
よ
う
と
し
、
一
五
六
四
年
以
来
、
ペ
ス
ト
流
行
中
の
芝
居
の
上
演
を
禁
じ
た
。
さ
ら
に
外
国
船
の
検
疫
を
試
み
る
な

聴
ペ
ス
ト
予
防
に
関
し
て
は
・
。
ン
ド
ン
市
も
積
極
的
に
活
動
し
て
い
た
よ
う
な
の
だ
が
・
ひ
と
た
び
ペ
ス
ト
が
流
行
し
て
か
ら
の
対
癒
ぶ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

り
に
は
、
不
満
が
表
明
さ
れ
て
い
る
。

　
ロ
ン
ド
ン
市
は
、
一
五
八
三
年
に
布
告
を
出
し
て
、
ペ
ス
ト
対
策
の
方
針
を
示
し
て
い
る
。
そ
れ
を
見
る
と
、
ペ
ス
ト
役
人
の
給
料
や
患
者

の
看
護
、
生
活
扶
助
の
た
め
の
費
用
な
ど
、
感
染
家
屋
の
閉
鎖
・
隔
離
に
必
要
な
経
費
の
捻
出
手
段
と
し
て
、
枢
密
院
が
強
く
勧
め
て
い
た
全

市
規
模
で
の
ペ
ス
ト
用
臨
時
課
税
の
実
施
は
盛
り
込
ま
れ
て
い
な
い
こ
と
に
気
付
く
。
ロ
ン
ド
ン
市
は
、
課
税
に
よ
っ
て
市
民
の
反
発
を
招
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

よ
り
も
、
従
来
の
よ
う
に
寄
付
に
頼
る
、
と
い
う
安
易
な
方
法
を
選
ん
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
ロ
ン
ド
ン
市
当
局
の
ペ
ス
ト
対
策
が
不
十
分
な
も
の
で
あ
る
た
め
、
ひ
と
た
び
ロ
ン
ド
ン
市
内
で
ペ
ス
ト
が
流
行
し
た
場
合
、
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政
府
が
最
も
有
効
な
ペ
ス
ト
対
策
と
考
え
て
い
た
患
者
の
隔
離
の
実
施
と
い
う
任
務
を
、
市
当
局
に
代
わ
っ
て
全
面
的
に
担
っ
た
の
は
末
端
の

行
政
組
織
、
と
り
わ
け
教
区
で
あ
っ
た
。
教
区
で
ペ
ス
ト
対
策
に
あ
た
っ
た
人
々
に
は
、
教
区
委
員
、
治
安
官
な
ど
常
設
の
役
人
も
含
ま
れ
て

い
た
が
、
中
心
を
担
っ
た
の
は
、
ペ
ス
ト
流
行
期
問
中
の
み
臨
時
に
任
命
さ
れ
る
い
わ
ば
「
ペ
ス
ト
役
人
」
と
で
も
呼
ぶ
べ
き
一
群
の
人
々
で

あ
っ
た
。
以
下
で
は
、
教
区
レ
ベ
ル
の
ペ
ス
ト
対
策
を
市
壁
内
の
教
区
の
一
つ
、
セ
ン
ト
・
バ
ー
ソ
ロ
ミ
ュ
ー
・
エ
ク
ス
チ
ェ
ン
ジ
教
区
を
例

に
、
詳
し
く
検
討
し
て
み
よ
う
。

　
一
五
九
三
年
六
月
二
四
日
、
セ
ン
ト
・
バ
ー
ソ
ロ
ミ
ュ
ー
教
区
は
市
長
の
命
令
に
よ
り
、
次
の
役
人
を
任
命
し
た
。
検
査
員
（
ω
償
尉
く
①
《
O
【
ω
）

二
名
、
看
護
係
（
冨
巷
Φ
回
し
・
）
四
名
、
病
人
調
査
員
（
ω
①
費
。
冨
窃
｛
2
ひ
Φ
。
。
ざ
犀
）
二
名
、
死
体
調
査
員
（
。
・
＄
8
銀
面
｛
。
戦
爵
Φ
鳥
＄
仙
）
二
名
、
運
搬
係

（
O
鋤
溝
①
H
）
一
名
。
こ
の
う
ち
、
最
も
重
要
な
の
は
検
査
員
で
あ
る
。
そ
の
任
務
は
、
他
の
ペ
ス
ト
役
人
の
監
督
、
感
染
家
屋
の
発
見
、
市

長
・
市
参
事
会
員
へ
の
報
告
な
ど
多
岐
に
渡
っ
て
い
る
。
～
五
九
三
年
六
月
二
四
日
の
教
区
会
議
事
録
に
よ
る
と
、
任
期
は
一
ケ
月
で
、
ペ
ス

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

ト
流
行
中
は
教
区
の
有
力
者
が
無
給
で
就
い
て
い
た
。
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
こ
の
検
査
員
以
外
の
役
職
に
は
、
救
貧
対
象
と
な
る
よ

う
な
貧
し
い
亭
々
が
有
給
で
就
い
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
教
区
の
病
人
・
死
人
を
調
べ
て
彼
ら
が
ペ
ス
ト
に
か
か
っ
て
い
る
か
ど
う
か
を
検
査

員
に
報
告
す
る
病
人
・
死
体
調
査
員
に
し
て
も
、
ペ
ス
ト
患
者
の
看
護
係
や
、
死
体
を
運
ぶ
運
搬
人
に
し
て
も
、
ペ
ス
ト
患
者
や
死
体
と
接
す

る
機
会
が
多
く
、
当
然
、
感
染
す
る
確
率
も
高
い
、
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
教
区
の
貧
民
は
半
ば
強
制
的
に
こ
れ
ら
の
役
職
に
就
か
さ
れ
て
い

た
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
一
五
八
二
年
五
月
二
〇
日
の
教
区
会
議
事
録
に
よ
れ
ば
、
看
護
係
に
な
る
の
を
拒
ん
だ
五
人
の
女
性
に
対
し
て
、
救

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

貧
扶
助
を
停
止
す
べ
き
こ
と
が
決
定
さ
れ
て
い
る
。

　
ま
た
、
こ
れ
ら
の
役
人
の
他
に
も
、
セ
ン
ト
・
バ
ー
ソ
ロ
ミ
ュ
ー
教
区
で
は
、
隔
離
・
閉
鎖
さ
れ
た
家
か
ら
住
人
が
脱
出
せ
ぬ
よ
う
警
備
し

た
り
、
或
い
は
、
家
の
中
の
住
人
に
生
活
必
需
品
等
を
供
給
し
た
り
す
る
監
視
人
（
毛
鋤
益
Φ
門
）
が
雇
わ
れ
て
い
た
。
こ
の
こ
と
は
、
一
六
〇
七

年
一
〇
月
か
ら
一
一
月
に
か
け
て
の
教
区
会
の
記
録
に
監
視
人
の
給
料
に
つ
い
て
の
記
述
が
あ
る
こ
と
か
ら
確
認
で
き
る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の

～
六
〇
七
年
の
記
録
を
見
る
と
、
こ
の
監
視
人
の
給
料
支
払
い
を
め
ぐ
っ
て
、
隔
離
の
た
め
閉
鎖
さ
れ
た
家
屋
の
住
人
と
教
区
と
の
間
で
ト
ラ
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ブ
ル
が
あ
っ
た
こ
と
ま
で
わ
か
っ
て
興
味
深
い
。
即
ち
、
こ
の
年
、
ペ
ス
ト
に
か
か
っ
て
自
宅
に
隔
離
さ
れ
て
い
た
U
Φ
≦
着
と
い
う
教
区
民

は
、
監
視
人
の
給
料
支
払
い
の
要
求
を
拒
否
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
教
区
は
、
同
氏
が
富
裕
で
あ
る
こ
と
を
理
由
に
繰
り
返
し
給
料

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

を
支
払
う
よ
う
要
求
し
て
い
る
。

　
し
か
し
、
こ
れ
と
は
逆
に
、
患
者
が
貧
し
い
場
合
に
は
、
教
区
は
監
視
人
や
看
護
係
の
給
料
を
患
者
に
代
わ
っ
て
支
払
っ
て
い
る
の
み
な
ら

ず
、
そ
の
生
活
費
を
も
援
助
し
て
い
た
事
実
は
注
目
し
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。
例
え
ば
、
一
五
八
二
年
五
月
二
〇
日
の
教
区
会
で
は
、
ペ
ス

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

ト
に
感
染
し
た
貧
民
O
貯
陣
。
。
8
9
興
毛
巴
①
な
る
人
物
に
毎
週
一
三
シ
リ
ン
グ
四
ペ
ン
ス
を
与
え
る
こ
と
が
決
定
さ
れ
て
い
る
。

　
ペ
ス
ト
役
人
の
給
料
、
貧
し
い
患
者
の
援
助
な
ど
、
ペ
ス
ト
対
策
に
必
要
な
費
用
の
捻
出
方
法
に
つ
い
て
は
、
残
念
な
が
ら
、
セ
ン
ト
・

バ
ー
ソ
ロ
ミ
ュ
ー
教
区
の
記
録
は
何
も
伝
え
て
い
な
い
。
お
そ
ら
く
、
ロ
ン
ド
ン
の
他
の
教
区
と
同
様
に
、
富
裕
な
教
区
民
か
ら
の
寄
付
に
頼

っ
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
P
・
ス
ラ
ッ
ク
に
よ
る
と
、
　
六
二
五
年
以
前
に
、
ロ
ン
ド
ン
及
び
そ
の
郊
外
に
お
い
て
、
ペ
ス
ト
対
策
費
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

た
め
に
課
税
を
実
施
し
て
い
た
教
区
は
、
わ
ず
か
三
教
区
の
み
で
あ
っ
た
。
そ
の
う
ち
の
　
つ
セ
ン
ト
・
マ
ー
ガ
レ
ッ
ト
・
ロ
ス
ベ
リ
教
区
の

場
合
、
～
五
九
三
年
七
月
二
二
日
の
教
区
会
に
お
い
て
、
ペ
ス
ト
流
行
中
は
毎
月
の
救
貧
税
を
一
ケ
月
分
余
計
に
徴
集
し
て
、
ペ
ス
ト
対
策
費

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

に
充
て
る
こ
と
が
決
定
さ
れ
て
い
る
。

　
寄
付
に
頼
る
に
せ
よ
、
課
税
を
実
施
す
る
に
せ
よ
、
ペ
ス
ト
対
策
は
教
区
民
に
重
い
財
政
的
負
掲
を
強
い
た
の
で
あ
り
、
加
え
て
ペ
ス
ト
流

行
中
の
経
済
活
動
の
停
滞
な
ど
の
影
響
を
も
考
え
合
わ
せ
る
と
、
教
区
当
局
が
ペ
ス
ト
の
予
防
と
流
行
拡
大
の
防
止
に
最
大
限
尽
力
し
た
の
も

当
然
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
過
程
で
、
教
区
当
局
が
教
区
民
の
日
常
生
活
の
中
へ
深
く
介
入
し
て
行
っ
た
事
実
は
無
視
で
き
な
い
。
例
え

ば
、
セ
ン
ト
・
マ
ー
ガ
レ
ッ
ト
・
ロ
ス
ベ
リ
教
区
で
は
、
一
六
〇
四
年
四
月
、
ペ
ス
ト
患
者
を
他
所
か
ら
引
き
取
っ
た
¢
u
叫
δ
噌
と
い
う
教
区
民

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

に
、
そ
の
患
者
を
追
い
出
さ
ね
ば
同
氏
を
市
参
事
会
員
代
理
に
訴
え
る
、
と
迫
っ
て
い
る
。
ま
た
、
セ
ン
ト
・
バ
ー
ソ
ロ
ミ
ュ
ー
・
エ
ク
ス
チ

ェ
ン
ジ
教
区
で
は
、
一
六
〇
七
年
、
感
染
拡
大
を
防
ぐ
と
い
う
理
由
で
、
ペ
ス
ト
患
者
を
出
し
た
家
の
家
具
そ
の
他
…
切
の
売
却
が
禁
じ
ら
れ
た
、

　
　
⑯

と
い
う
。
ま
た
、
ペ
ス
ト
対
策
が
教
区
の
活
動
の
他
の
領
域
、
と
り
わ
け
浮
浪
者
対
策
に
与
え
た
影
響
も
見
逃
せ
な
い
。
チ
ャ
ー
ル
ズ
一
世
の
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侍
医
ζ
穿
下
諾
の
文
書
（
一
六
三
一
年
）
が
主
張
す
る
よ
う
に
、
当
時
ペ
ス
ト
は
浮
浪
者
、
怠
け
者
、
居
酒
屋
な
ど
に
た
む
ろ
し
て
道
徳
的
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

問
題
の
あ
る
人
々
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
、
と
ま
こ
と
し
や
か
に
伝
え
ら
れ
、
信
じ
ら
れ
て
い
た
。
こ
の
こ
と
は
、
よ
り
大
き
な
行
政
レ
ベ

ル
で
は
、
ロ
ン
ド
ン
市
忠
霊
が
ペ
ス
ト
防
止
を
口
実
と
し
て
、
劇
場
な
ど
市
民
の
道
徳
に
害
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
た
も
の
を
非
難
・
攻
撃
し
、

取
り
締
ま
る
こ
と
に
力
を
貸
し
た
。
一
方
、
教
区
レ
ベ
ル
で
も
、
日
頃
、
厄
介
視
さ
れ
て
い
た
浮
浪
者
の
処
罰
・
追
放
を
一
挙
に
正
当
化
し
た

り
、
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
一
般
教
区
民
へ
の
介
入
な
ど
を
通
じ
て
、
社
会
的
規
制
を
強
化
す
る
こ
と
を
容
易
な
ら
し
め
た
、
と
考
え
ら
れ
る
。

　
こ
れ
ま
で
検
討
し
て
き
た
こ
と
か
ら
、
教
区
と
い
う
末
端
行
政
組
織
が
、
＝
ハ
世
紀
後
半
か
ら
一
七
世
紀
前
半
に
か
け
て
ペ
ス
ト
が
も
た
ら

し
た
「
危
機
的
状
況
」
に
対
し
て
、
独
自
の
機
動
力
を
発
揮
し
つ
つ
、
極
め
て
き
め
細
か
く
対
応
し
て
い
た
様
子
を
窺
う
こ
と
が
で
き
る
の
で

あ
る
。
ま
た
、
こ
の
経
験
と
実
績
は
、
「
影
の
行
政
区
」
と
し
て
の
教
区
の
存
在
を
広
く
認
め
さ
せ
る
と
と
も
に
、
教
区
が
自
ら
の
行
政
能
力

に
自
信
を
深
め
て
い
く
契
機
と
も
な
っ
た
で
あ
ろ
う
。
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第
三
節
　
救
貧
対
策
と
教
区

　
イ
ギ
リ
ス
の
救
貧
法
の
歴
史
に
お
い
て
、
本
章
第
一
節
で
も
挙
げ
た
一
五
七
二
年
の
「
浮
浪
者
の
処
罰
な
ら
び
に
貧
民
・
無
能
力
者
救
済
の

た
め
の
法
」
は
画
期
的
な
意
味
を
持
つ
。
そ
れ
以
前
は
、
貧
民
を
救
済
す
る
た
め
の
資
金
は
自
発
的
な
寄
付
に
頼
っ
て
い
た
の
だ
が
、
こ
の
法

に
よ
っ
て
は
じ
め
て
全
国
的
に
救
貧
税
の
強
制
課
税
が
導
入
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
法
の
規
定
す
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
救
貧
行
政
の
責
任

は
各
州
の
治
安
判
事
や
都
市
の
市
長
に
あ
っ
た
。
即
ち
、
治
安
判
事
・
市
長
は
、
各
教
区
の
貧
民
の
名
を
記
録
し
、
彼
ら
を
援
助
す
る
の
に
い

く
ら
か
か
る
か
を
見
積
も
り
、
徴
集
官
（
O
O
一
一
①
O
肖
O
穏
ω
）
や
監
督
官
（
。
〈
Φ
R
ω
Φ
①
H
ω
）
を
各
教
区
に
任
命
し
て
、
教
区
民
に
課
税
さ
せ
る
こ
と
と
定

　
　
　
　
　
⑲

め
ら
れ
て
い
た
。
ロ
ン
ド
ン
で
は
、
こ
の
法
の
施
行
に
対
応
し
て
、
一
五
七
二
年
九
月
の
市
長
の
命
令
に
よ
り
、
教
区
委
員
が
各
教
区
に
お
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

て
老
齢
で
働
け
な
い
な
ど
救
貧
の
対
象
と
な
る
人
々
の
リ
ス
ト
を
作
成
し
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
課
税
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
。

　
と
こ
ろ
で
、
ロ
ン
ド
ン
の
救
貧
行
政
を
考
察
す
る
上
で
興
味
深
い
の
は
、
こ
の
一
五
七
二
年
法
の
第
二
九
条
の
規
定
で
は
、
ロ
ン
ド
ン
で
集
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め
ら
れ
た
救
貧
税
が
全
て
い
っ
た
ん
は
ク
ラ
イ
ス
ツ
・
ホ
ス
ピ
タ
ル
の
理
事
た
ち
に
納
め
ら
れ
、
そ
の
後
ロ
ン
ド
ン
市
内
に
分
配
さ
れ
る
こ
と

に
な
っ
て
い
た
点
で
あ
る
。
即
ち
、
ロ
ン
ド
ン
市
の
救
貧
行
政
を
ク
ラ
イ
ス
ツ
・
ホ
ス
ピ
タ
ル
が
統
轄
す
る
こ
と
の
法
的
根
拠
が
こ
こ
に
見
い

だ
せ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
ロ
ン
ド
ン
市
当
局
・
ホ
ス
ピ
タ
ル
と
教
区
と
の
間
に
お
け
る
救
貧
行
政
を
め
ぐ
る
関
係
に
大
い
に
影
響
を

与
え
る
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、
そ
れ
を
詳
し
く
見
る
前
に
、
＝
ハ
世
紀
後
半
に
お
け
る
ロ
ン
ド
ン
の
救
貧
制
度
に
つ
い
て
概
観
し
て
お
く
必
要

が
あ
る
だ
ろ
う
。

　
一
六
世
紀
後
半
ロ
ン
ド
ン
の
救
貧
行
政
の
特
徴
は
、
教
区
に
よ
る
も
の
と
一
六
世
紀
中
葉
に
相
次
い
で
設
立
・
再
建
さ
れ
た
四
つ
の
ホ
ス
ピ

タ
ル
（
セ
ン
ト
・
ト
マ
ス
ズ
、
セ
ン
ト
・
バ
ー
ソ
ロ
ミ
ュ
ウ
ズ
、
ブ
ラ
イ
ド
ウ
ェ
ル
、
ク
ラ
イ
ス
ツ
）
を
通
じ
て
市
当
局
が
行
う
も
の
と
の
二
本
立
て
に

な
っ
て
い
た
点
に
あ
る
。
四
つ
の
ホ
ス
ピ
タ
ル
と
教
区
と
の
役
割
分
担
の
あ
り
よ
う
は
、
一
五
七
九
年
の
市
条
例
に
明
ら
か
で
あ
る
。
即
ち
、

ω
病
人
は
セ
ン
ト
・
ト
マ
ス
ズ
・
ホ
ス
ピ
タ
ル
と
セ
ン
ト
・
バ
ー
ソ
ロ
ミ
ュ
ウ
ズ
・
ホ
ス
ピ
タ
ル
に
空
き
が
あ
れ
ば
収
容
さ
れ
、
無
け
れ
ば

各
々
の
教
区
で
扶
養
す
る
。
圖
浮
浪
者
等
は
ブ
ラ
イ
ド
ウ
ェ
ル
・
ホ
ス
ピ
タ
ル
へ
送
ら
れ
、
ロ
ン
ド
ン
市
の
住
民
で
あ
れ
ば
そ
こ
で
労
働
に
従

事
さ
せ
ら
れ
、
そ
れ
以
外
の
者
は
ム
チ
打
た
れ
た
上
で
出
身
地
へ
送
り
返
さ
れ
た
。
㈹
孤
児
は
孤
児
院
で
あ
る
ク
ラ
イ
ス
ツ
・
ホ
ス
ピ
タ
ル
に

空
き
が
あ
れ
ば
収
容
さ
れ
、
無
け
れ
ば
各
々
の
教
区
で
扶
養
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
た
。
ω
老
齢
・
盲
目
な
ど
で
労
働
不
可
能
な
者
は
、
教
区

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

に
お
い
て
救
貧
を
受
け
た
。

　
前
述
の
よ
う
に
、
一
五
七
二
年
法
の
規
定
に
従
い
、
ロ
ン
ド
ン
市
内
で
集
め
ら
れ
た
救
貧
税
の
う
ち
、
ク
ラ
イ
ス
ツ
・
ホ
ス
ピ
タ
ル
の
理
事

が
教
区
の
手
元
に
残
す
割
合
を
決
定
し
、
そ
れ
以
外
は
ク
ラ
イ
ス
ツ
・
ホ
ス
ピ
タ
ル
へ
送
金
さ
せ
て
い
た
。
例
え
ば
、
セ
ン
ト
・
マ
ー
ガ
レ
ッ

ト
・
ロ
ス
ベ
リ
教
区
で
は
、
一
五
七
九
年
九
月
四
日
か
ら
一
五
八
○
年
九
月
四
日
ま
で
に
三
〇
ポ
ン
ド
八
シ
リ
ン
グ
三
ペ
ン
ス
を
救
貧
税
と
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

て
集
め
た
が
、
そ
の
う
ち
一
四
ポ
ン
ド
を
ク
ラ
イ
ス
ツ
・
ホ
ス
ピ
タ
ル
へ
送
金
し
て
い
る
。
1
・
ア
ー
チ
ャ
ー
に
よ
る
と
、
市
島
内
の
教
区
で

は
、
平
均
し
て
救
貧
税
の
五
八
％
を
ク
ラ
イ
ス
ツ
・
ホ
ス
ピ
タ
ル
へ
送
金
し
て
い
た
。
一
五
七
三
－
七
四
年
を
例
に
取
る
と
、
ク
ラ
イ
ス
ツ
・

ホ
ス
ピ
タ
ル
は
総
額
一
二
七
九
ポ
ン
ド
を
教
区
か
ら
受
け
取
っ
て
い
た
。
こ
れ
ら
の
金
額
の
大
部
分
は
ク
ラ
イ
ス
ツ
・
ホ
ス
ピ
タ
ル
で
の
孤
児

53 （529）



養
育
に
使
わ
れ
た
が
、
一
部
は
貧
し
い
教
区
の
援
助
の
た
め
に
再
分
配
さ
れ
た
。
こ
う
し
て
一
五
九
八
年
以
前
、
ク
ラ
イ
ス
ツ
・
ホ
ス
ピ
タ
ル

は
毎
年
平
均
し
て
、
総
額
二
五
〇
ポ
ン
ド
か
ら
三
〇
〇
ポ
ン
ド
を
貧
し
い
教
区
に
分
配
し
て
い
る
。
そ
の
他
、
ク
ラ
イ
ス
ツ
・
ホ
ス
ピ
タ
ル
は
、

教
区
で
救
貧
税
徴
集
を
担
当
し
て
い
た
徴
集
官
（
8
｝
｝
Φ
。
§
ω
｛
。
二
訂
℃
Q
。
噌
）
の
会
計
書
の
検
査
を
も
行
っ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
に
、
＝
ハ
世
紀

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

後
半
に
は
、
ロ
ン
ド
ン
の
救
貧
シ
ス
テ
ム
は
、
ク
ラ
イ
ス
ツ
・
ホ
ス
ピ
タ
ル
を
中
心
に
中
央
集
権
化
さ
れ
て
い
た
と
い
え
よ
う
。

　
し
か
し
、
そ
の
一
方
で
、
こ
の
集
権
的
シ
ス
テ
ム
に
対
し
て
は
各
教
区
か
ら
の
反
発
が
強
か
っ
た
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
と
り
わ
け
、
救
貧

税
と
し
て
集
め
た
金
額
の
う
ち
手
元
に
残
せ
る
割
合
を
教
区
が
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で
き
な
い
の
が
不
満
の
的
で
あ
っ
た
。
例
え
ば
、
一
五
七
三
年

一
一
月
三
〇
日
の
セ
ン
ト
・
マ
ー
ガ
レ
ッ
ト
・
ロ
ス
ベ
リ
教
区
の
教
区
会
は
、
ク
ラ
イ
ス
ツ
・
ホ
ス
ピ
タ
ル
に
対
し
て
、
同
教
区
の
貧
民
用
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

取
り
分
を
増
や
し
て
く
れ
る
よ
う
請
願
す
べ
き
こ
と
を
決
定
し
て
い
る
。

　
ま
た
、
ク
ラ
イ
ス
ツ
・
ホ
ス
ピ
タ
ル
の
孤
児
院
と
し
て
の
役
割
そ
の
も
の
に
も
疑
問
が
持
た
れ
た
。
こ
の
ホ
ス
ピ
タ
ル
の
収
容
入
数
は
、
一

五
八
○
年
代
か
ら
一
五
九
〇
年
代
に
お
い
て
、
約
五
五
〇
人
か
ら
六
五
〇
人
で
あ
っ
た
が
、
一
五
九
〇
年
代
の
不
況
期
に
は
空
き
が
な
い
こ
と

が
多
か
っ
た
。
例
え
ば
、
セ
ン
ト
・
マ
イ
ケ
ル
・
コ
ー
ン
ヒ
ル
教
区
は
一
五
九
一
年
、
一
五
九
二
年
に
孤
児
の
収
容
を
繰
り
返
し
断
ら
れ
た
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

め
に
、
ク
ラ
イ
ス
ツ
・
ホ
ス
ピ
タ
ル
へ
の
送
金
を
打
ち
切
る
こ
と
を
決
定
し
た
。
ま
た
、
セ
ン
ト
・
バ
ー
ソ
ロ
ミ
ュ
ー
・
エ
ク
ス
チ
ェ
ン
ジ
教

区
で
は
、
＝
ハ
〇
二
年
に
同
教
区
の
孤
児
二
名
を
収
容
し
て
く
れ
る
よ
う
請
願
し
た
。
し
か
し
、
ク
ラ
イ
ス
ツ
・
ホ
ス
ピ
タ
ル
が
「
満
員
、
か

つ
、
既
に
収
容
し
た
子
供
で
さ
え
満
足
に
養
え
な
い
」
と
い
う
理
由
で
却
下
し
た
た
め
、
同
教
区
は
彼
ら
の
扶
養
の
引
き
受
け
を
余
儀
な
く
さ

れ
た
。
こ
の
よ
う
な
場
合
、
教
区
は
、
教
区
の
財
産
か
ら
養
育
費
を
捻
出
し
た
り
、
特
別
課
税
を
行
う
な
ど
負
担
増
に
直
面
し
た
の
で
あ
る
。

例
え
ば
、
セ
ン
ト
・
バ
ー
ソ
ロ
ミ
ュ
ー
・
エ
ク
ス
チ
ェ
ン
ジ
教
区
で
は
、
一
五
九
九
年
に
、
ホ
ス
ピ
タ
ル
に
収
容
し
て
も
ら
え
な
か
っ
た
孤
児

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

養
育
の
た
め
、
毎
週
ニ
シ
リ
ン
グ
の
食
費
と
⊥
ハ
ペ
ン
ス
の
学
費
を
負
損
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
市
当
局
の
側
は
、
こ
れ
に
追
い
打
ち
を
か
け
る
か
の
ご
と
く
、
ク
ラ
イ
ス
ツ
・
ホ
ス
ピ
タ
ル
に
過
剰
な
負
担
が
か

か
る
こ
と
を
避
け
る
た
め
孤
児
・
貧
民
を
教
区
に
押
し
付
け
て
し
ま
い
た
い
と
さ
え
考
え
て
い
た
ふ
し
が
あ
る
。
一
五
八
二
年
九
月
二
七
日
の

54 （530）



近世ロンドンの教区（宮川〉

市
長
か
ら
○
墜
巳
Φ
鼠
興
区
の
市
参
事
会
員
に
あ
て
た
手
紙
で
は
次
の
よ
う
に
命
じ
ら
れ
て
い
る
。
即
ち
、
「
〔
ク
ラ
イ
ス
ツ
・
ホ
ス
ピ
タ
ル
に
収

容
さ
れ
た
〕
子
供
が
＝
ハ
歳
に
な
っ
た
ら
教
区
で
再
び
引
き
取
る
と
教
区
会
が
約
束
し
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
教
区
か
ら
ク
ラ
イ
ス
ツ
・
ホ
ス
ピ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

タ
ル
へ
宛
て
た
孤
児
収
容
を
求
め
る
請
願
書
に
署
名
し
て
は
い
け
な
い
」
と
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
　
六
世
紀
後
半
の
ロ
ン
ド
ン
市
の
救
貧
行
政
は
、
市
当
局
・
ホ
ス
ピ
タ
ル
と
教
区
と
の
間
の
せ
め
ぎ
合
い
と
で
も
い
う
べ

き
様
相
を
呈
し
て
お
り
、
当
然
な
が
ら
、
救
貧
に
果
た
す
教
区
の
役
割
と
重
要
性
は
ま
す
ま
す
侮
り
が
た
い
も
の
と
な
っ
て
い
っ
た
こ
と
が
理

解
で
き
る
。
こ
の
よ
う
な
傾
向
に
拍
車
を
か
け
た
の
が
一
五
九
八
年
の
「
貧
民
救
済
の
た
め
の
法
」
（
》
コ
》
。
甑
9
簿
Φ
囲
象
Φ
｛
o
楠
け
冨
℃
0
9
）
で

あ
っ
た
。
同
法
の
も
と
で
は
、
四
人
の
貧
民
監
督
宮
の
任
命
権
こ
そ
一
五
七
二
年
法
と
同
じ
く
各
州
の
治
安
判
事
や
都
市
の
市
長
に
与
え
ら
れ

て
い
た
が
、
救
貧
税
の
課
税
、
労
働
不
能
な
貧
民
の
救
済
、
失
業
者
へ
の
仕
事
の
提
供
、
孤
児
を
徒
弟
に
出
す
こ
と
な
ど
救
貧
業
務
の
実
権
は

各
教
区
に
移
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
即
ち
、
治
安
判
事
・
市
長
は
、
救
貧
税
課
税
の
承
認
な
ど
監
督
的
な
役
割
を
担
う
に
と
ど
ま
る
こ
と
と

　
　
　
　
　
　
⑳

な
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
セ
ン
ト
・
バ
ー
ソ
ロ
ミ
ュ
ー
・
エ
ク
ス
チ
ェ
ン
ジ
教
区
の
例
が
示
す
よ
う
に
、
貧
民
監
督
官
の
指
名
も
実
際
に
は

教
区
会
が
担
当
し
て
い
た
よ
う
だ
。
と
り
わ
け
、
ロ
ン
ド
ン
市
の
救
貧
行
政
を
考
え
る
上
で
、
こ
の
一
五
九
八
年
法
に
お
い
て
注
思
す
べ
き
こ

と
は
、
一
五
七
二
年
法
に
盛
り
込
ま
れ
て
い
た
、
ク
ラ
イ
ス
ツ
・
ホ
ス
ピ
タ
ル
に
よ
る
救
貧
税
統
轄
を
定
め
た
条
項
が
削
除
さ
れ
た
こ
と
で
あ

る
。
勿
論
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
一
五
九
八
年
忌
施
行
心
す
ぐ
に
各
教
区
か
ら
の
ク
ラ
イ
ス
ツ
・
ホ
ス
ピ
タ
ル
へ
向
け
て
の
送
金
が
停
止
し
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

わ
け
で
は
な
い
が
、
そ
の
金
額
は
確
実
に
減
少
し
て
い
っ
た
。
も
っ
と
も
、
教
区
か
ら
の
送
金
が
激
減
し
て
も
、
ク
ラ
イ
ス
ツ
・
ホ
ス
ピ
タ
ル

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

は
寄
付
さ
れ
た
土
地
か
ら
の
利
益
等
の
収
入
が
増
加
し
て
い
た
た
め
、
孤
児
院
と
し
て
の
機
能
に
破
綻
を
き
た
す
こ
と
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
、

ク
ラ
イ
ス
ツ
・
ホ
ス
ピ
タ
ル
に
よ
る
救
貧
税
統
轄
の
権
限
の
縮
小
に
よ
り
、
一
⊥
ハ
世
紀
の
後
半
に
一
度
は
成
立
し
た
中
央
集
権
的
な
救
貧
シ
ス

テ
ム
が
一
七
世
紀
前
半
に
は
崩
壊
す
る
に
至
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
か
く
し
て
、
ロ
ン
ド
ン
の
諸
教
区
が
自
身
の
救
貧
行
政
全
般
を
コ
ン
ト
ロ
ー

ル
す
る
体
制
が
こ
こ
に
確
立
す
る
こ
と
と
な
る
。
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そ
れ
で
は
、
ロ
ン
ド
ン
の
教
区
に
お
け
る
救
貧
活
動
の
実
態
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
、
以
下
で
は
そ
れ
を
詳
し
く
見
て
い
く
こ
と

に
す
る
。

　
教
区
の
救
貧
活
動
の
資
金
と
な
っ
た
の
は
、
当
然
な
が
ら
、
救
貧
税
で
あ
る
。
～
五
九
八
年
の
救
貧
法
に
よ
る
と
、
教
区
委
員
と
貧
民
監
督

宮
は
、
教
区
民
及
び
教
区
内
に
土
地
を
所
有
す
る
者
に
対
し
て
、
各
自
の
経
済
力
に
応
じ
て
課
税
し
、
教
区
の
貧
民
に
分
配
す
る
こ
と
、
と
な

っ
て
い
る
。
例
え
ば
、
一
六
二
六
年
の
セ
ン
ト
・
バ
ー
ソ
ロ
ミ
ュ
ー
・
エ
ク
ス
チ
ェ
ン
ジ
教
区
で
は
、
五
五
人
の
教
区
民
か
ら
毎
週
＝
ハ
シ
リ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

ン
グ
一
一
ペ
ン
ス
を
集
め
て
、
一
三
人
の
貧
民
に
分
配
し
て
い
る
。
し
か
し
、
教
区
の
貧
民
救
済
活
動
は
、
こ
の
よ
う
に
ル
ー
テ
ィ
ン
化
さ
れ

た
仕
事
の
み
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
ク
ラ
イ
ス
ツ
・
ホ
ス
ピ
タ
ル
に
収
容
さ
れ
な
か
っ
た
孤
児
を
教
区
が
養
わ
ね
ば
な
ら
な
か
っ

た
こ
と
は
既
に
述
べ
た
が
、
孤
児
が
成
長
す
れ
ば
、
教
区
は
彼
に
支
度
金
を
付
け
て
徒
弟
に
出
し
て
や
っ
た
。
例
え
ば
、
セ
ン
ト
・
バ
ー
ソ
ロ

ミ
ュ
ー
教
区
で
は
、
一
⊥
ハ
一
九
年
一
一
月
一
四
日
に
、
あ
る
孤
児
の
た
め
に
、
六
ポ
ン
ド
一
四
シ
リ
ン
グ
の
支
度
金
を
付
け
て
徒
弟
に
だ
し
て

や
っ
て
い
る
。
ま
た
、
教
区
は
、
貧
民
の
た
め
の
寄
付
の
窓
口
と
も
な
っ
て
い
た
。
例
え
ば
、
セ
ン
ト
・
マ
ー
ガ
レ
ッ
ト
・
ロ
ス
ベ
リ
教
区
の

教
区
民
乏
①
げ
げ
は
、
教
区
の
貧
民
用
に
五
マ
ル
ク
を
遺
し
た
が
、
そ
の
金
は
、
教
区
聖
職
者
、
教
区
委
員
、
徴
集
官
ら
の
教
区
役
人
に
よ
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

て
貧
民
に
分
配
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
救
貧
法
に
定
め
ら
れ
た
活
動
以
外
に
も
、
教
区
は
様
々
な
方
法
で
貧
民
救
済
の
活
動
に
深
く
か
か
わ

っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
見
落
と
し
て
は
な
ら
な
い
の
は
、
こ
の
よ
う
な
教
区
の
救
貧
活
動
の
恩
恵
に
浴
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
、
あ
く
ま
で
も
、
そ
の
教

区
に
も
と
か
ら
住
ん
で
い
た
貧
民
の
み
で
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
、
一
五
八
四
年
、
セ
ン
ト
・
ボ
ト
ル
フ
・
オ
ル
ド
ゲ
イ
ト
教
区
の
教

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

区
会
は
、
同
教
区
に
三
年
以
上
居
住
し
て
い
る
者
以
外
は
救
貧
を
受
け
る
資
格
は
な
い
、
と
決
定
し
た
。
ま
た
、
一
六
　
二
年
、
セ
ン
ト
・

バ
ー
ソ
ロ
ミ
ュ
ー
・
エ
ク
ス
チ
ェ
ン
ジ
教
区
は
、
ベ
ド
ラ
ム
・
ホ
ス
ピ
タ
ル
に
収
容
さ
れ
て
い
た
女
性
を
同
教
区
で
引
き
取
る
か
否
か
を
め
ぐ

っ
て
市
長
と
も
め
た
が
、
九
月
＝
二
日
の
教
区
会
に
お
い
て
、
彼
女
が
同
教
区
に
居
住
し
た
期
間
が
三
年
に
わ
ず
か
に
満
た
な
い
と
の
理
由
で
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

彼
女
を
そ
の
出
生
地
へ
送
り
返
す
よ
う
、
市
長
に
要
請
す
べ
き
こ
と
が
決
定
さ
れ
て
い
る
。
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そ
れ
と
同
時
に
、
教
区
役
人
は
、
救
貧
扶
助
の
対
象
に
な
り
そ
う
な
薪
参
者
の
流
入
に
目
を
光
ら
せ
て
も
い
た
。
例
え
ば
、
セ
ン
ト
・
マ
ー

ガ
レ
ッ
ト
・
ロ
ス
ベ
リ
教
区
は
、
一
五
九
三
年
八
月
二
六
日
に
、
同
教
区
の
教
区
民
で
あ
る
O
o
×
氏
の
と
こ
ろ
へ
来
た
女
性
奉
公
人
が
や
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

て
教
区
の
負
担
に
な
る
こ
と
を
恐
れ
て
、
そ
の
女
性
を
追
い
出
す
べ
き
こ
と
を
（
）
o
図
氏
に
勧
告
し
て
い
る
。
ま
た
、
セ
ン
ト
・
セ
イ
ヴ
ィ

ア
・
サ
ザ
ー
ク
教
区
で
は
、
　
五
九
三
年
に
教
区
委
員
が
二
週
間
ご
と
に
問
借
人
を
探
索
し
て
、
薪
た
に
教
区
へ
来
た
貧
民
を
追
い
畠
す
か
、

も
し
く
は
、
教
区
の
世
話
に
な
ら
ぬ
旨
の
誓
約
を
さ
せ
て
い
る
。
更
に
、
教
区
に
捨
て
子
が
あ
っ
た
場
合
で
も
、
徹
底
し
て
そ
の
親
を
つ
き
と

め
て
、
扶
養
の
責
任
を
免
れ
よ
う
と
す
る
態
度
を
教
区
は
示
し
て
い
る
。
セ
ン
ト
・
バ
ー
ソ
ロ
ミ
ュ
ー
・
エ
ク
ス
チ
ェ
ン
ジ
教
区
の
場
合
、
一

六
〇
〇
年
六
月
三
日
に
、
こ
の
教
区
の
捨
て
子
の
親
を
知
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
囚
蝕
滞
二
ゆ
朝
お
讐
げ
⑦
な
る
女
性
を
ク
ラ
イ
ス
ツ
・
ホ
ス
ピ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

タ
ル
の
院
長
に
取
り
調
べ
て
も
ら
い
、
そ
れ
で
も
彼
女
が
白
状
し
な
い
と
、
今
度
は
ブ
ラ
イ
ド
ウ
ェ
ル
・
ホ
ス
ピ
タ
ル
で
処
罰
さ
せ
た
。

　
こ
の
よ
う
に
、
流
入
し
て
く
る
貧
民
に
厳
し
い
目
を
向
け
る
　
方
で
、
教
区
役
人
た
ち
は
、
教
区
で
扶
助
を
受
け
て
い
る
貧
民
に
対
し
て
も

高
圧
的
な
態
度
で
臨
む
こ
と
が
多
か
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
救
貧
行
政
の
実
施
が
教
区
委
員
を
は
じ
め
と
し
た
教
区
役
人
の
自
由
裁
量
に
委
ね

ら
れ
て
い
る
事
、
即
ち
、
あ
る
貧
民
が
救
貧
を
受
け
る
に
値
す
る
貧
民
（
傷
Φ
。
・
避
く
貯
α
Q
℃
。
。
「
）
で
あ
る
か
否
か
を
決
定
す
る
の
が
他
な
ら
ぬ
教
区

輿
入
で
あ
る
こ
と
に
由
来
し
て
い
る
。
教
区
役
人
た
ち
は
、
救
貧
扶
助
停
止
を
ち
ら
っ
か
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
教
区
の
貧
民
た
ち
を
浮
浪
者
対

策
や
ペ
ス
ト
対
策
な
ど
一
般
人
が
避
け
た
が
る
仕
事
に
駆
り
出
し
た
り
、
あ
る
い
は
彼
ら
の
家
に
い
る
問
借
人
を
、
救
貧
負
担
が
増
え
る
こ
と

を
恐
れ
て
、
強
制
的
に
追
放
さ
せ
る
な
ど
し
た
の
で
あ
る
。

　
更
に
、
場
合
に
よ
っ
て
は
、
教
区
役
人
た
ち
が
、
貧
し
い
教
区
民
に
対
し
て
自
分
た
ち
の
道
徳
・
信
仰
を
押
し
つ
け
よ
う
と
し
た
事
実
も
注

昌
に
値
し
よ
う
。
即
ち
、
物
質
的
な
救
貧
と
精
神
的
改
良
と
を
結
び
つ
け
よ
う
と
す
る
企
て
が
こ
こ
に
見
ら
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
セ
ン
ト
・
セ

イ
ヴ
ィ
ア
・
サ
ザ
ー
ク
教
区
の
救
貧
院
（
o
。
一
一
Φ
α
Q
Φ
）
の
例
を
引
く
。
こ
の
救
貧
院
に
収
容
さ
れ
た
者
は
厳
し
い
規
律
に
従
う
こ
と
を
強
盛
さ
れ

た
。
単
に
貧
し
い
だ
け
で
は
援
助
は
受
け
ら
れ
ず
、
誠
実
、
か
つ
敬
慶
で
あ
る
こ
と
が
収
容
者
に
求
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
収
容
さ
れ
る
時
に

は
、
主
の
祈
り
、
使
徒
信
条
、
十
戒
を
暗
諦
で
き
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
、
収
容
さ
れ
た
後
も
、
毎
日
二
回
祈
り
に
出
席
す
る
義
務
を
負
わ
さ
れ
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た
（
欠
席
す
る
と
罰
金
四
ペ
ン
ス
）
。
臼
躍
・
祭
日
は
勿
論
、
水
、
金
、
手
躍
日
に
も
教
会
に
通
う
べ
き
こ
と
と
さ
れ
、
ま
た
、
頻
繁
に
教
義
問

答
を
受
け
た
。
更
に
、
年
四
回
し
か
外
泊
は
許
さ
れ
ず
、
常
に
目
印
と
な
る
バ
ッ
ジ
を
着
用
す
べ
き
こ
と
と
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
の
規
則
の
違
反

者
は
、
～
回
目
は
一
八
ペ
ン
ス
の
罰
金
、
二
回
目
に
は
一
ケ
月
分
の
扶
助
金
を
カ
ッ
ト
さ
れ
、
三
二
目
に
は
永
久
追
放
と
い
う
、
誠
に
厳
し
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

処
罰
を
受
け
る
こ
と
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
例
は
、
＝
ハ
世
紀
後
半
か
ら
一
七
世
紀
前
半
に
お
い
て
、
イ
ギ
リ
ス
各
地
で
み
ら
れ
た
、
社
会
的
規
律
を
強
化
し
よ
う
と
し
た

運
動
と
パ
ラ
レ
ル
を
成
す
も
の
と
言
え
る
。
も
っ
と
も
、
こ
の
よ
う
な
社
会
的
規
律
化
・
道
徳
改
善
が
現
実
に
ど
れ
ほ
ど
成
功
し
た
か
は
、
こ

と
が
ら
の
性
質
上
、
単
純
に
結
論
づ
け
ら
れ
る
問
題
で
は
な
い
。
だ
が
、
各
地
の
地
方
当
局
が
、
救
貧
活
動
の
実
施
を
通
じ
て
下
層
民
衆
の
生

活
に
精
神
面
を
も
含
め
て
干
渉
す
る
こ
と
の
正
当
性
を
獲
得
し
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
彼
ら
へ
の
支
配
を
強
化
し
て
い
っ
た
こ
と
の
歴
史
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

意
義
は
決
し
て
小
さ
い
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

　
以
上
で
考
察
し
て
き
た
こ
と
を
、
「
近
世
ロ
ン
ド
ン
危
機
・
安
定
論
」
と
の
関
わ
り
で
整
理
す
れ
ば
、
お
よ
そ
次
の
よ
う
に
な
ろ
う
。
一
六

世
紀
後
半
か
ら
一
七
世
紀
前
半
に
お
い
て
、
ロ
ン
ド
ン
の
救
貧
行
政
を
中
央
集
権
化
し
よ
う
と
す
る
試
み
は
確
か
に
頓
挫
し
た
が
、
こ
の
こ
と

は
必
ず
し
も
、
い
わ
ゆ
る
ロ
ン
ド
ン
危
機
論
者
た
ち
が
主
張
す
る
よ
う
な
、
ロ
ン
ド
ン
救
貧
行
政
の
破
綻
を
意
味
す
る
も
の
で
は
あ
る
ま
い
。

貧
民
救
済
活
動
の
主
体
が
市
当
周
か
ら
末
端
の
教
区
に
移
行
し
た
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
結
果
は
、
既
に
詳
細
に
検
討
し
た
こ
と
か
ら
も
明
ら
か

な
よ
う
に
、
教
区
に
よ
る
物
心
両
面
か
ら
の
極
め
て
き
め
の
細
か
い
救
貧
活
動
へ
と
発
展
を
遂
げ
、
そ
れ
な
り
の
効
果
を
挙
げ
た
、
と
考
え
ら

れ
る
。
そ
の
際
、
各
教
区
が
増
大
す
る
負
担
に
対
応
す
る
中
で
、
救
貧
税
負
担
者
（
噌
当
山
Φ
℃
鋤
《
Φ
円
）
、
と
り
わ
け
そ
の
代
表
者
た
る
教
区
役
人
の

下
層
教
区
民
に
対
す
る
支
配
が
次
第
に
強
化
さ
れ
て
い
き
、
や
が
て
第
四
章
で
み
る
よ
う
に
「
特
別
教
区
会
」
の
誕
生
を
み
る
に
至
る
の
で
あ
る
。

　
①
＜
．
評
壁
”
ト
ミ
誉
嵩
§
軋
§
O
§
§
袖
下
§
℃
§
§
一
寄
ミ
§
§
、
O
ξ
　

②
菱
ミ
多
き
§
法
要
b
σ
ミ
ぎ
、
§
§
も
鋤
。
。
。
。
ぎ
．

　
　
9
竃
ミ
ミ
§
ミ
ミ
さ
職
ミ
N
ミ
ぎ
N
ミ
舞
○
改
。
憎
F
6
①
一
も
や
器
ふ
肖
り
〉
『
。
冨
さ
　
③
岡
．
国
閏
。
し
。
§
り
§
恥
き
ミ
§
曼
恥
§
ミ
§
織
ぎ
ミ
ミ
駄
§
さ
隷
議
詮

　
　
o
唱
．
簿
．
”
讐
．
O
刈
よ
○
。
．
ロ
ン
ド
ン
市
制
に
つ
い
て
は
他
に
、
坂
巻
清
『
イ
ギ
リ
　
　
　
　
上
巴
蓉
ぴ
ミ
》
§
ト
ミ
誉
タ
ピ
。
”
創
。
戸
一
り
“
声
風
’
ω
噴
－
ω
c
。
．

　
　
ス
・
ギ
ル
ド
崩
壊
史
の
研
究
』
有
斐
閣
、
一
九
八
九
年
、
三
一
〇
…
三
二
〇
頁
。
　
　
④
H
．
＞
3
ぽ
夙
甲
。
唱
．
鼻
．
も
■
⑤
ω
．
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⑤
国
男
悶
。
弩
「
1
8
’
畠
．
ら
や
■
ω
。
。
ム
回

⑥
奪
ξ
窪
ざ
弱
含
要
さ
・
讐
ミ
も
．
一
P

⑦
奪
3
ミ
嵩
ミ
題
駄
要
し
騨
ミ
§
ミ
ミ
§
圃
冨
ω
同
日
’

⑧
〉
■
ピ
■
じ
d
簿
『
冒
．
ω
。
。
芭
℃
δ
三
r
・
霧
ヨ
匿
§
び
㊦
一
7
睾
ぴ
。
巳
○
肖
！
薯
■

　
8
ω
山
O
餅
ブ
ラ
イ
ド
ウ
ェ
ル
・
ホ
ス
ピ
タ
ル
の
活
動
に
つ
い
て
は
、
乳
原
孝

　
「
一
六
世
紀
中
葉
の
ブ
ラ
イ
ド
ウ
ェ
ル
・
ホ
ス
ピ
タ
ル
ー
そ
の
法
廷
記
録
（
一

　
五
五
九
－
一
五
六
二
年
）
に
基
づ
い
て
一
」
『
西
洋
史
学
臨
第
一
六
七
号
、
　
一

　
九
九
二
年
を
参
照
。

⑨
置
匹
蕾
ぴ
Φ
ひ
押
ρ
9

⑩
ω
O
匹
器
ぴ
①
ひ
H
ら
■
心
．

⑪
り
〉
「
。
冨
朗
。
マ
。
劉
署
■
込
。
誠
山
師
ω
魯
．
｝
．
U
ぎ
色
Φ
ざ
．
ヵ
｝
o
モ
響
く
⑦
監
8
薗
民

　
O
o
葺
「
巳
冒
閏
胃
ぞ
ω
ε
舘
け
U
o
コ
匙
。
鐸
、
．
ぎ
誠
ミ
§
謹
曼
、
隷
沁
e
ミ
寡
馬
。
識
§
N

　
き
q
貯
受
α
誓
ω
Φ
ユ
Φ
ω
○
。
ω
食
り
C
。
ω
ア
O
O
．
＝
刈
韮
一
一
C
。
一
一
讐
ゼ
藁
、
N
ミ
禽
駄
野

　
じ
d
ミ
、
暮
ミ
睾
罵
鐸
眉
ワ
ρ
一
ρ
庫
－
δ
b
ρ
ω
9
α
心
学
伊
①
ρ
①
メ
菱
、
墜
ミ
営
ミ
跨
駄

　
9
■
さ
餐
鳶
ひ
署
5
介
伊
Q
◎
－
一
。
。
’

⑫
奪
ミ
ミ
・
ミ
題
駄
要
し
d
ミ
ぎ
ご
ミ
§
も
で
層
禽
ふ
ρ

⑬
菱
こ
奉
き
§
駄
要
さ
、
題
ミ
ら
．
藁

⑭
℃
．
辺
p
。
。
ぎ
§
免
ξ
§
、
駄
鐸
ミ
ミ
寄
§
・
ミ
ミ
象
・
ミ
肉
轟
§
黛
い
。
巳
。
p

　
一
り
。
。
⊂
n
も
℃
b
O
ω
幽
O
弁
b
o
一
ω
■
＝
ハ
世
紀
後
半
か
ら
、
一
七
世
紀
前
半
の
ロ
ン
ド
ン

　
市
の
ペ
ス
ト
被
害
は
下
表
2
の
通
り
。

⑮
「
．
ワ
誤
ぎ
戸
§
偽
蓼
ミ
醤
象
織
か
患
ミ
、
雰
卜
§
智
劃
O
辻
。
a
唱
6
ミ
も
・

　
竃
’
も
っ
と
も
、
当
時
、
劇
場
の
多
く
は
ロ
ン
ド
ン
市
管
轄
外
の
ミ
ド
ル
セ
ッ
ク

　
ス
州
や
サ
り
州
に
位
鐙
し
て
い
た
た
め
、
麟
場
閉
鎖
に
あ
た
っ
て
は
、
枢
密
院
の

　
協
力
を
必
要
と
す
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
例
え
ば
、
一
五
八
三
年
五
月
に
は
、
市

　
長
か
ら
枢
密
院
の
フ
ラ
ン
シ
ス
・
ウ
ォ
ル
シ
ン
ガ
ム
に
宛
て
て
、
麟
場
閉
鎖
実
施

　
へ
の
協
力
要
講
が
出
さ
れ
て
い
る
。
§
魯
聴
8
沁
§
§
§
§
ミ
鼻
℃
．
ω
ω
S

⑯
一
五
八
○
年
に
は
、
リ
ス
ボ
ン
で
の
ペ
ス
ト
流
行
を
考
慮
し
て
、
リ
ス
ボ
ン
か

　
ら
来
た
船
を
検
疫
す
る
権
隈
を
ロ
ン
ド
ン
市
長
に
与
え
る
よ
う
、
枢
密
院
に
対
し

　
て
請
願
が
出
さ
れ
た
。
奪
§
ミ
肉
§
§
守
ミ
ミ
費
℃
弓
「
ω
b
。
㊤
－
ω
○
。
ρ

⑰
　
一
五
八
三
年
に
は
、
枢
密
院
は
ロ
ン
ド
ン
市
に
次
の
よ
う
に
伝
達
し
た
。
「
ロ

　
ン
ド
ン
よ
り
歴
史
、
名
声
、
富
、
評
判
の
点
で
劣
る
他
の
都
市
が
ペ
ス
ト
病
院
を

　
持
ち
、
そ
れ
に
よ
っ
て
門
ペ
ス
ト
］
流
行
中
、
住
民
の
生
命
が
ま
も
ら
れ
て
い
る

　
の
に
対
し
て
、
ロ
ン
ド
ン
市
に
は
感
染
者
を
移
す
べ
き
ペ
ス
ト
病
院
も
な
い
。
こ

　
の
こ
と
に
は
、
女
王
陛
下
も
驚
い
て
お
ら
れ
る
」
。
奪
熱
冠
ミ
肉
§
ミ
ミ
守
§
叙
爲
も
で
．

　
○
。
G
。
①
－
⊆
。
ω
メ
枢
密
院
の
再
三
の
勧
告
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ロ
ン
ド
ン
市
に
は
一
五

　
九
四
年
ま
で
ペ
ス
ト
患
者
を
外
部
か
ら
隔
離
す
る
た
め
の
ペ
ス
ト
病
院
は
設
立
さ

　
れ
ず
、
よ
う
や
く
出
来
た
ペ
ス
ト
病
院
も
、
そ
の
収
容
入
数
は
、
一
六
〇
三
年
の

ロンドン市のペスト被害表2

年 全埋葬者数
ペストによる

?者
全人口

1563 20，372 17，404 85，000

1578 7，830 3，568 101，000

1593 17，893 10，675 125，000

1603 31，861 25，045 141，000

1625 41，312 26，350 206，000

（P．Slack，　The　lmpact　of　Plagite，　p．151より）
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時
点
で
五
〇
人
で
あ
っ
た
、
と
い
う
。
男
．
℃
．
≦
諒
o
ρ
o
℃
■
o
界
も
眉
．
謡
－
刈
ρ
℃
’

　
ω
㌶
o
r
§
馬
§
N
智
良
駄
妻
魯
や
鄭
⊃
刈
刈
．

⑱
℃
．
ω
諄
搾
§
偽
電
鷺
山
駄
蓄
魯
署
』
一
。
。
幽
犀

⑲
憂
ミ
き
き
§
駄
勲
b
σ
ミ
暮
§
ミ
馬
弓
も
ワ
b
。
メ
①
し
。
る
O
サ
①
8
検
査
員
の
任
務
等

　
に
つ
い
て
は
他
に
、
藩
蔑
遷
ミ
、
ミ
§
駄
恥
ひ
さ
愛
、
舞
℃
℃
．
卜
⊃
ρ
軸
ρ
鳴
．
℃
．

　
≦
諒
O
P
O
℃
．
9
f
．
窓
・
旧
り
－
8
■
を
参
照
。

⑳
　
§
執
墜
ミ
、
N
ミ
玉
響
象
じ
ロ
ミ
＄
o
ご
ミ
Q
起
も
Ψ
ω
”
㎝
㍉
ω
u
㎝
O
■
病
人
・
死
体
調
査
員

　
等
に
つ
い
て
は
他
に
、
謬
象
遷
ミ
凹
§
駐
駄
要
§
、
題
、
象
岬
や
伊
甲
的
ρ
男
℃
・

　
≦
濠
O
戸
O
O
．
9
f
℃
や
①
継
－
①
①
■
を
参
照
。

⑳
奪
3
ミ
ミ
へ
§
駄
要
に
頓
ミ
浮
。
§
N
§
も
■
ま
．

⑳
　
菱
驚
豆
窪
ぼ
ミ
題
半
白
ヒ
q
ミ
簿
。
ぽ
謡
罵
鐸
O
．
一
ω
■
同
様
の
例
は
、
セ
ン
ト
・
マ
ー

　
ガ
レ
ッ
ト
・
ロ
ス
ベ
リ
教
区
に
も
見
ら
れ
る
。
謬
三
遷
§
醤
ミ
題
駄
鱒
’
さ
禽
鳶
ひ

　
や
O
o
。
．

⑬
即
ω
賦
。
鮮
、
窯
Φ
詳
ε
o
ζ
き
Ω
o
＜
の
ヨ
3
Φ
p
齢
ぎ
9
邑
ω
；
匿
沁
ゆ
し
。
唱
。
房
Φ
8

　
℃
♂
σ
q
g
．
”
ぎ
》
．
r
し
d
臨
臼
磐
α
多
悶
ぎ
一
郭
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践
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卜
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O
阜
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§
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．

　
①
り
る
9
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総
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駄
鱒
．
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越
野
唱
℃
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P
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．
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⑳
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．
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O
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O
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8
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．
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国
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艮
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9
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〇
8
欝
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⇒
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象
Φ
同

　
国
累
N
昏
Φ
9
弩
呂
畠
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舞
ぞ
ω
酔
¢
碧
齢
ピ
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昌
住
o
p
、
’
卜
§
§
嵩
き
ミ
、
N
ミ
リ
リ
（
6
c
Q
ω
y
唱
マ

　
①
為
■

⑳
謀
管
玉
げ
Φ
9
圃
甲
ρ
O
昌

⑳
国
ζ
．
い
8
暴
具
§
雨
寒
季
恕
防
§
望
駄
寧
軋
葱
ぎ
ミ
寄
N
ミ
お
O
O
b
巳

　
一
西
武
Φ
ω
臨
。
戸
ピ
。
目
飢
。
戸
一
⑩
①
伊
も
も
．
り
0
め
①
’

⑳
即
言
冨
。
器
昼
。
o
．
。
即
‘
薯
．
り
。
。
山
O
P

⑳
　
奪
、
竜
藁
ご
ミ
題
駄
勲
さ
寒
ミ
瑠
℃
．
一
ω
「

⑳
　
り
＞
8
冨
罫
。
や
9
；
薯
．
H
＄
山
①
N
一
。
。
㎝
∴
c
。
①
■

⑭
　
菱
馬
葭
ミ
ミ
§
駄
勲
さ
寒
ミ
リ
℃
．
蒔
．

⑳
　
H
．
≧
o
滞
お
8
■
鼠
θ
．
曽
薯
’
一
㎝
①
山
0
メ
一
①
O
山
9
．

⑳
　
奪
鳳
電
寒
謡
ミ
跨
駄
勲
ヒ
d
ミ
導
。
ご
、
㌶
鴨
電
も
ワ
爵
▼
蒔
①
’
隅
様
の
例
は
、
セ
ン
ト
・

　
マ
ー
ガ
レ
ッ
ト
・
ロ
ス
ベ
リ
教
区
に
お
い
て
も
み
ら
れ
る
。
§
馬
q
ミ
蝕
ミ
題
駄

　
G
っ
ひ
§
禽
鑓
ひ
や
ω
ω
「

⑳
　
奪
馬
壱
」
≦
ご
ミ
a
ミ
蟄
§
餐
ミ
リ
唱
．
竃
．

⑭
　
ω
Φ
国
嵐
N
帥
げ
Φ
9
H
曽
ρ
ω
．

⑳
〉
　
菱
、
遷
窪
、
ミ
§
駄
熱
’
b
σ
ミ
ミ
。
ご
ミ
馬
§
”
℃
⇔
。
。
。
・
一
ヨ
．
セ
ン
ト
・
バ
ー
ソ
ロ
ミ
ュ
ー

　
教
区
及
び
セ
ン
ト
・
マ
ー
ガ
レ
ッ
ト
教
区
の
教
区
会
議
事
録
に
は
、
一
五
九
八
年

　
以
後
、
毎
年
貧
畏
監
督
官
指
名
の
記
述
が
み
ら
れ
る
。

⑳
　
P
・
ス
ラ
ッ
ク
が
示
す
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、
～
五
七
九
一
八
○
年
に
各
教
区
か

　
ら
の
送
金
額
は
七
九
三
ポ
ン
ド
で
あ
っ
た
の
が
、
エ
ハ
ニ
五
…
二
六
年
に
は
、
二

　
一
五
ポ
ン
ド
に
な
り
、
一
六
三
五
一
三
六
年
に
至
っ
て
は
、
わ
ず
か
に
三
八
ポ
ン

　
ド
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
℃
．
ω
鼠
。
ぎ
き
q
箋
電
§
叙
♂
潮
逗
註
§
§
、
，
§
蹴

　
鱒
§
こ
寧
』
魯
、
』
匁
い
。
民
o
P
一
〇
Q
。
○
。
も
逼
b
o
㊤
．
こ
の
傾
向
は
、
セ
ン
ト
・
バ
ー
ソ
ロ

　
ミ
ュ
ー
・
エ
ク
ス
チ
ェ
ン
ジ
教
区
か
ら
の
送
金
額
の
推
移
か
ら
も
裏
付
け
る
こ
と

　
が
で
き
る
。
即
ち
、
一
六
丁
目
年
に
二
ニ
ポ
ン
ド
で
あ
っ
た
も
の
が
、
＝
ハ
一
〇

　
年
に
は
一
一
ポ
ン
ド
六
シ
リ
ン
ダ
ー
〇
ペ
ン
ス
に
、
一
六
二
五
年
に
は
三
ポ
ン
ド

　
九
シ
リ
ン
グ
四
ペ
ン
ス
ま
で
減
少
し
て
い
る
。
そ
の
一
方
で
、
こ
の
教
区
の
貧
民

　
の
た
め
に
使
わ
れ
た
金
額
は
、
エ
ハ
○
○
年
の
二
八
ポ
ン
ド
八
シ
リ
ン
グ
か
ら
一

　
六
　
○
年
の
三
ニ
ポ
ン
ド
一
八
シ
リ
ン
グ
八
ペ
ン
ス
、
一
六
二
五
年
の
四
〇
ポ
ン

　
ド
ー
シ
り
ン
グ
八
ペ
ン
ス
へ
と
増
加
し
て
い
る
。
団
．
男
お
。
。
顕
Φ
置
（
Φ
α
シ
§
馬

　
郎
象
寒
ミ
切
8
謬
駄
勲
．
し
σ
ミ
、
》
亀
§
結
目
寒
ぎ
嵩
鷺
曹
ぴ
。
長
篇
。
卸
一
Q
◎
0
9
℃
”
■
G
Q
恩
ρ
“
b
⊃
’
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＠＠＠＠＠＠＠
り
〉
「
畠
興
Ψ
8
■
o
霊
冒
や
■
一
〇
〇
’

藩
無
電
ミ
ミ
§
恥
駄
要
し
σ
ミ
、
暮
。
智
ミ
免
鐸
℃
’
c
。
Q
。
’

茶
設
這
ミ
篤
ミ
§
駄
9
層
ヒ
d
ミ
聾
詠
ミ
。
、
ミ
黛
や
お
’

菱
琳
壁
ミ
、
ミ
、
携
警
急
さ
愛
、
垂
マ
圏
’

H
．
〉
「
穿
葭
甲
。
℃
層
。
圃
斤
■
冒
ワ
一
G
◎
郵

奪
鳳
雪
雲
㌶
ミ
自
傷
勲
．
b
σ
ミ
，
暮
。
§
ミ
璽
マ
①
O
層

藩
日
算
ミ
馬
ミ
馬
§
皇
無
さ
、
讐
、
鼻
も
■
○
。
q

同
．
＞
H
o
訂
r
o
ワ
9
f
P
一
〇
Q
餅

第
四
章
特
別
教
区
会
の
成
立
i
教
区
の
変
貌
1

⑲
菱
電
塞
ご
ミ
亀
駄
蟄
ヒ
Q
ミ
§
ミ
ミ
§
も
「
お
■

⑭
例
え
ば
、
セ
ン
ト
・
マ
ー
ガ
レ
ッ
ト
・
ロ
ス
ベ
リ
教
区
の
教
区
会
は
、
＝
ハ
〇

　
四
年
四
月
に
、
同
教
区
で
救
貧
扶
助
を
受
け
て
い
る
≦
o
o
ユ
夫
人
に
対
し
、
間

　
借
人
を
追
い
出
さ
な
い
と
扶
助
を
打
ち
切
る
、
と
警
告
し
て
い
る
。
奪
』
墜
ミ
帯

　
ミ
羽
駄
勲
■
さ
餐
、
舞
や
凸
層

⑪
　
』
マ
℃
■
じ
σ
o
託
ε
戸
さ
寒
ぽ
§
き
ミ
ミ
ミ
験
ミ
§
署
．
置
ω
－
一
包
’

曾
　
ピ
ュ
リ
タ
ン
に
よ
る
社
会
的
規
律
化
に
つ
い
て
は
、
℃
’
O
。
一
一
ヨ
ω
o
P
o
や
。
一
榊
■
・

　
箸
’
置
7
一
。
。
。
。
を
参
照
。

　
第
三
章
で
見
た
よ
う
に
、
＝
ハ
世
紀
後
半
以
降
の
ロ
ン
ド
ン
を
見
舞
っ
た
人
口
増
大
に
起
因
す
る
様
々
な
社
会
問
題
（
治
安
維
持
、
ペ
ス
ト
対

策
、
救
貧
対
策
等
）
に
対
応
す
る
中
で
、
教
区
が
世
俗
的
・
行
政
的
事
柄
に
果
た
す
役
劉
は
拡
大
し
た
。
ま
た
、
と
り
わ
け
救
貧
行
政
を
通
じ

て
、
貧
し
い
教
区
民
に
対
す
る
教
区
役
人
の
支
配
が
強
化
さ
れ
た
こ
と
も
既
に
述
べ
た
通
り
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
こ
で
見
逃
し
て
は
な
ら

な
い
の
は
、
こ
の
よ
う
な
変
化
と
平
行
し
て
、
教
区
役
人
の
指
名
、
教
区
民
へ
の
課
税
、
教
区
財
産
の
管
理
、
会
計
監
査
な
ど
教
区
運
営
の
中

心
を
損
っ
て
い
た
「
教
区
会
（
く
Φ
ω
耳
）
」
の
組
織
・
構
造
に
変
容
が
生
じ
た
こ
と
で
あ
る
。
即
ち
、
＝
ハ
世
紀
末
以
降
、
主
と
し
て
一
七
世
紀

前
半
に
か
け
て
、
ロ
ン
ド
ン
の
教
区
会
は
、
徐
々
に
閉
鎖
的
・
寡
頭
的
傾
向
を
強
め
て
い
き
、
つ
い
に
は
、
教
区
会
の
メ
ン
バ
ー
を
少
数
者
に

限
っ
た
「
特
別
教
区
会
（
絶
①
9
＜
Φ
し
。
ξ
撃
9
0
。
。
Φ
怪
く
Φ
ω
耳
）
」
が
組
織
さ
れ
始
め
た
の
で
あ
る
。
特
別
教
区
会
の
メ
ン
バ
ー
は
、
普
通
、
終
身
そ
の

地
位
に
と
ど
ま
り
、
新
メ
ン
バ
ー
は
特
別
教
区
会
自
体
が
選
び
、
一
般
の
教
区
民
に
は
そ
の
メ
ン
バ
ー
を
選
出
す
る
権
利
は
与
え
ら
れ
な
い
。

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
特
別
教
区
会
に
は
、
全
教
区
民
を
代
表
し
て
、
教
区
の
仕
事
を
行
う
権
限
が
与
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
特
別
教
区
会

と
は
違
っ
て
、
教
区
会
へ
の
出
席
者
を
制
限
し
な
い
、
も
し
く
は
、
少
な
く
と
も
救
貧
税
負
担
者
全
員
に
出
席
を
認
め
る
従
来
の
形
態
の
も
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

は
、
一
般
教
区
会
（
。
も
2
＜
Φ
ω
ξ
曽
α
q
Φ
器
延
く
Φ
。
。
ξ
）
と
呼
ば
れ
た
。
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特
別
教
区
会
を
成
立
さ
せ
る
方
法
と
し
て
は
、
教
区
会
の
請
願
を
受
け
て
主
教
が
正
式
の
許
可
を
与
え
る
の
が
本
来
の
姿
で
あ
る
。
し
か
し
、

現
実
に
は
、
教
区
会
自
体
の
決
議
に
よ
っ
て
実
質
上
特
別
教
区
会
と
し
て
の
運
営
を
行
い
つ
つ
、
「
一
般
教
区
会
」
の
体
裁
を
装
う
も
の
も
あ

っ
た
。
主
教
が
特
別
教
区
会
を
許
可
し
よ
う
と
し
た
目
的
は
、
イ
ギ
リ
ス
国
教
会
の
支
配
の
強
化
で
あ
っ
た
。
即
ち
、
特
別
教
区
会
を
通
じ
て
、

国
教
会
に
信
棄
せ
ぬ
者
を
教
区
に
お
け
る
指
導
的
な
地
位
か
ら
排
除
し
よ
う
と
い
う
意
図
が
働
い
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
主
教
側
の

意
図
が
あ
る
程
度
達
成
さ
れ
て
い
た
ら
し
い
こ
と
は
、
幾
つ
か
の
史
料
か
ら
も
窺
え
る
。
例
え
ば
、
セ
ン
ト
・
ダ
ン
ス
タ
ン
・
ス
テ
プ
ニ
ー
教

区
で
は
、
一
六
一
六
年
四
月
一
日
の
教
区
会
に
お
い
て
、
特
別
教
区
会
の
メ
ン
バ
ー
で
あ
る
図
ら
欝
琶
ら
》
げ
島
Φ
な
る
人
物
が
「
特
別
教
区
会

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

の
メ
ン
バ
ー
に
ふ
さ
わ
し
か
ら
ぬ
宗
教
上
の
事
柄
に
関
与
し
た
」
こ
と
を
理
由
に
メ
ン
バ
ー
か
ら
外
さ
れ
て
い
る
。

　
し
か
し
、
第
三
章
で
既
に
見
た
よ
う
に
、
一
六
世
紀
後
半
以
降
、
教
区
の
世
俗
・
行
政
上
の
役
割
は
増
大
し
て
い
た
た
め
、
ひ
と
た
び
特
別

教
区
会
が
成
立
す
る
と
、
そ
れ
は
主
教
側
の
意
図
を
越
え
て
、
即
ち
、
教
会
の
宗
教
上
の
事
柄
に
加
え
て
、
世
俗
・
行
政
的
な
面
に
積
極
的
に

タ
ッ
チ
す
る
こ
と
に
な
る
の
は
、
蓋
し
当
然
の
成
り
行
き
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
例
え
ば
、
郊
外
の
大
教
区
、
セ
ン
ト
・
セ
イ
ヴ
ィ
ア
・
サ

ザ
ー
ク
教
区
の
特
別
教
区
会
が
一
六
〇
六
年
に
同
教
区
会
の
仕
事
と
し
て
挙
げ
た
り
ス
ト
の
中
に
は
、
聖
餐
式
出
席
者
の
人
数
の
把
握
、
十
分
の

一
纏
徴
集
、
教
区
教
会
建
物
の
維
持
・
管
理
な
ど
教
会
の
事
柄
に
属
す
る
も
の
に
加
え
て
、
貧
民
同
士
の
争
い
の
仲
裁
、
怠
慢
・
汚
職
の
調

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

査
・
告
訴
、
救
貧
業
務
、
貧
民
の
子
供
の
養
育
、
浮
浪
者
・
間
借
人
の
追
放
な
ど
多
く
の
行
政
上
の
事
柄
が
明
記
さ
れ
て
い
る
の
が
目
を
引
く
。

　
こ
こ
で
見
落
と
す
こ
と
が
で
き
な
い
の
は
、
主
教
の
許
可
に
よ
る
、
い
わ
ば
よ
り
根
拠
の
確
か
な
特
別
教
区
会
が
最
も
典
型
的
に
見
ら
れ
た

の
が
市
壁
外
の
郊
外
大
教
区
に
お
い
て
で
あ
っ
た
、
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
そ
れ
に
は
、
郊
外
地
域
の
急
激
な
人
口
増
加
が
大
い
に
関
係
し
て

い
た
。
先
に
触
れ
た
ロ
ン
ド
ン
東
部
郊
外
の
セ
ン
ト
・
ダ
ン
ス
タ
ン
・
ス
テ
プ
ニ
ー
教
区
を
例
に
見
て
み
よ
う
。
こ
の
教
区
を
含
む
東
部
郊
外

地
域
は
、
フ
ィ
ン
レ
ー
と
シ
ア
ラ
ー
の
推
計
に
よ
る
と
、
一
五
六
〇
年
に
約
一
万
人
で
あ
っ
た
人
口
が
、
＝
ハ
○
○
年
に
は
約
三
万
人
、
一
六

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

四
〇
年
に
は
約
九
万
人
と
い
っ
た
具
合
に
人
口
が
急
増
し
て
い
る
。
妾
然
、
ス
テ
プ
ニ
ー
教
区
に
も
人
口
増
加
の
圧
力
は
重
く
の
し
か
か
っ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

い
た
。
一
五
八
○
年
に
は
、
「
教
区
教
会
は
全
住
民
を
受
け
入
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
」
と
い
う
理
由
で
教
会
の
増
築
が
決
定
さ
れ
て
い
る
し
、
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｝
五
八
九
年
八
月
　
七
日
の
教
区
会
の
記
録
を
見
る
と
、
こ
の
教
区
で
は
「
教
会
及
び
教
会
の
諸
義
務
に
関
す
る
多
く
の
事
柄
が
無
秩
序
」
で

あ
り
、
「
教
区
教
会
と
そ
の
設
備
の
修
理
・
維
持
の
た
め
に
以
前
は
払
わ
れ
て
い
た
諸
々
の
税
を
払
い
た
が
ら
な
い
、
又
は
、
払
う
の
を
怠
る

者
が
多
い
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
時
の
教
区
会
で
は
、
上
の
よ
う
な
混
乱
を
是
正
し
、
秩
序
を
維
持
す
る
た
め
に
、
三
二
人
の
メ
ン
バ
ー

か
ら
成
る
特
別
教
区
会
を
組
織
す
る
こ
と
が
決
定
さ
れ
た
。
こ
の
決
議
に
よ
る
と
、
特
別
教
区
会
の
任
務
は
、
教
区
教
会
の
維
持
・
管
理
、
救

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

貧
対
策
、
秩
序
を
乱
す
者
の
追
放
な
ど
と
な
っ
て
お
り
、
こ
こ
で
も
ま
た
、
大
き
く
行
政
上
の
領
域
に
ま
で
及
ん
で
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

の
後
一
五
九
八
年
の
教
区
会
決
議
に
よ
り
、
特
別
教
区
会
メ
ン
バ
ー
は
四
〇
人
に
増
や
さ
れ
た
。
更
に
、
　
六
〇
〇
年
に
は
、
「
法
の
定
め
に

よ
れ
ば
、
我
々
〔
教
区
民
〕
は
主
教
の
同
意
と
許
可
な
し
に
我
々
の
教
会
の
制
度
と
統
治
組
織
に
つ
い
て
の
如
何
な
る
こ
と
を
も
規
定
す
る
こ

と
は
で
き
な
い
」
と
し
て
、
そ
れ
ま
で
い
わ
ば
「
非
公
式
」
で
あ
っ
た
特
別
教
区
会
の
正
式
承
認
の
請
願
を
ロ
ン
ド
ン
主
教
リ
チ
ャ
ー
ド
・
バ

ン
ク
ロ
フ
ト
に
対
し
て
行
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
　
六
〇
〇
年
五
月
二
二
臼
に
は
、
ロ
ン
ド
ン
主
教
の
代
理
は
、
「
彼
ら
〔
ス
テ
プ
ニ
ー
教
区

民
〕
は
彼
ら
の
教
会
の
た
め
に
必
要
な
事
柄
の
良
き
管
理
と
準
備
以
外
の
何
物
を
意
図
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
し
、
主
教
の
支
配
権
を
何
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

侵
害
す
る
こ
と
も
な
い
で
あ
ろ
う
」
と
の
判
断
の
も
と
に
特
別
教
区
会
設
置
の
許
可
を
与
え
て
い
る
。

　
何
故
、
教
区
会
の
メ
ン
バ
ー
を
限
定
す
る
必
要
が
生
じ
た
の
か
－
ー
ー
こ
れ
は
既
に
述
べ
た
こ
と
か
ら
容
易
に
推
測
で
き
る
わ
け
だ
が
、
ロ
ン

ド
ン
西
部
郊
外
の
セ
ン
ト
・
ダ
ン
ス
タ
ン
・
ウ
エ
ス
ト
教
区
の
記
録
は
そ
の
理
由
を
次
の
よ
う
に
端
的
に
述
べ
て
い
る
。
「
あ
ら
ゆ
る
種
類
の

教
区
民
に
教
区
会
へ
の
出
席
を
許
し
た
た
め
、
下
層
の
卑
し
い
種
類
の
人
々
（
そ
の
数
は
ま
す
ま
す
増
え
て
い
る
の
だ
が
）
の
反
対
・
抵
抗
に
よ
っ

て
、
騒
々
し
さ
と
議
事
運
営
の
は
な
は
だ
し
い
妨
げ
が
生
じ
て
い
る
」
。
こ
れ
を
理
由
に
同
教
区
で
は
、
一
⊥
ハ
〇
一
年
に
カ
ン
タ
ベ
リ
大
主
教

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

と
ロ
ン
ド
ン
主
教
に
請
願
し
た
結
果
、
二
四
人
か
ら
成
る
特
別
教
区
会
の
組
織
を
許
可
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
事
情
は
、
至
善
内
の
教
区

に
お
い
て
も
同
じ
で
、
例
え
ば
、
＝
ハ
ニ
三
年
セ
ン
ト
・
ジ
ョ
ン
・
ザ
ハ
リ
教
区
は
、
「
教
区
に
お
け
る
集
ま
り
に
お
い
て
、
混
乱
・
無
秩
序

を
避
け
る
た
め
に
、
そ
し
て
、
教
会
に
関
す
る
業
務
が
分
別
を
も
っ
て
秩
序
よ
く
行
わ
れ
る
た
め
に
」
と
い
う
理
由
で
、
教
区
聖
職
者
、
教
区

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

委
員
、
及
び
＝
一
人
の
教
区
民
よ
り
成
る
特
別
教
区
会
の
設
置
を
ロ
ン
ド
ン
主
教
に
請
願
し
、
許
可
さ
れ
て
い
る
。
即
ち
、
教
区
の
支
配
権
を
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少
数
の
有
力
メ
ン
バ
ー
の
手
に
集
中
す
る
こ
と
に
よ
り
、
危
機
を
乗
り
切
ろ
う
と
し
た
わ
け
で
あ
ろ
う
。

　
一
六
三
八
年
の
カ
ン
タ
ベ
リ
大
主
教
ロ
ー
ド
が
命
じ
た
調
査
の
結
果
に
よ
れ
ば
、
ロ
ン
ド
ン
　
〇
九
教
区
の
う
ち
五
九
教
区
に
お
い
て
、
正

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

式
に
主
教
の
許
可
を
受
け
た
特
別
教
区
会
が
存
在
し
た
と
い
う
。
こ
れ
に
加
え
て
、
先
に
も
触
れ
た
よ
う
に
、
主
教
の
許
可
に
よ
ら
ず
教
区
会

の
決
議
の
み
に
よ
っ
て
特
別
教
区
会
の
運
営
を
実
施
し
て
い
た
も
の
も
多
か
っ
た
。
今
ひ
と
つ
例
を
挙
げ
れ
ば
、
セ
ン
ト
・
バ
ー
ソ
ロ
ミ

ュ
ー
・
エ
ク
ス
チ
ェ
ン
ジ
教
区
の
場
合
、
既
に
一
六
〇
五
年
八
月
に
二
〇
一
二
四
人
か
ら
成
る
特
別
教
区
会
の
設
置
が
決
議
さ
れ
て
、
然
る
べ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

く
運
営
さ
れ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
上
の
調
査
時
（
一
六
三
八
年
）
に
は
、
一
般
教
区
会
で
あ
る
と
の
報
告
を
行
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
で
は
次
に
、
特
別
教
区
会
の
メ
ン
バ
ー
が
如
何
な
る
人
々
で
あ
っ
た
か
、
彼
ら
に
ど
の
よ
う
な
役
得
・
メ
リ
ッ
ト
が
あ
っ
た
か
、
更
に
は
一

般
の
人
々
の
間
に
ど
の
よ
う
な
批
判
・
反
発
が
あ
っ
た
か
、
な
ど
を
考
察
し
て
み
よ
う
。

　
ロ
ン
ド
ン
郊
外
の
大
教
区
セ
ン
ト
・
セ
イ
ヴ
ィ
ア
・
サ
ザ
ー
ク
は
、
一
六
〇
三
年
に
主
教
か
ら
特
別
教
区
会
の
許
可
を
受
け
て
い
る
。
こ
の

教
区
で
新
た
に
特
別
教
区
会
の
メ
ン
バ
ー
に
な
る
に
は
、
治
安
官
職
の
経
験
が
あ
る
こ
と
、
議
会
の
補
助
税
を
五
ポ
ン
ド
以
上
課
税
さ
れ
て
い

る
こ
と
、
最
低
八
年
聞
こ
の
教
区
に
居
住
し
て
い
る
こ
と
、
こ
れ
ら
三
つ
を
満
た
し
た
上
で
＝
囚
人
以
上
の
メ
ン
バ
ー
が
出
席
し
た
教
区
会
で

選
ば
れ
る
、
と
い
う
実
に
厳
し
い
条
件
を
ク
リ
ア
す
る
必
要
が
あ
っ
た
。
そ
の
反
面
、
ひ
と
た
び
メ
ン
バ
ー
と
な
れ
ば
教
区
教
会
に
お
い
て
特

別
席
が
与
え
ら
れ
、
ま
た
、
教
区
所
有
の
土
地
財
産
を
有
利
な
条
件
で
賃
貸
で
き
る
な
ど
の
恩
恵
に
浴
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
即
ち
、
比
較
的

富
裕
で
、
地
域
の
役
職
を
歴
任
し
た
人
々
が
、
特
別
教
区
会
の
メ
ン
バ
ー
と
な
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
社
会
的
地
位
を
よ
り
確
固
た
る
も
の
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
少
数
の
メ
ン
バ
ー
が
残
り
の
多
く
の
教
区
民
の
上
に
立
つ
こ
と
に
は
、
二
つ
の
方
面
か
ら
批
判
の
声
が
あ
が
っ
た
。
ひ
と
つ
は
特

別
教
区
会
の
法
的
根
拠
に
対
す
る
批
判
。
も
っ
と
も
、
こ
れ
は
本
稿
が
対
象
と
す
る
よ
り
や
や
後
の
時
期
で
は
あ
る
が
、
歴
史
家
サ
ー
・
ヘ
ン

リ
・
ス
ペ
ル
マ
ン
は
そ
の
著
b
恥
奪
ミ
ミ
ミ
（
一
六
四
一
年
）
に
お
い
て
、
＝
一
－
＝
ハ
人
と
い
う
少
数
者
が
一
般
教
区
会
を
廃
し
て
特
別
教
区
会

を
設
け
、
残
り
の
教
区
民
に
対
し
て
支
配
権
を
持
つ
こ
と
に
は
何
ら
法
的
な
根
拠
が
見
当
た
ら
な
い
と
主
張
し
、
更
に
、
主
教
に
も
特
別
教
区
会
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近世ロンドンの教区（宮川）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

を
許
可
す
る
権
限
が
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
の
指
摘
を
行
っ
て
い
る
。
も
う
ひ
と
つ
は
、
一
般
の
教
区
民
レ
ベ
ル
の
不
満
と
反
発
で
あ
る
。
例
え

ば
、
＝
ハ
○
八
年
に
セ
ン
ト
・
セ
イ
ヴ
ィ
ア
・
サ
ザ
ー
ク
の
教
区
民
は
、
三
〇
人
の
特
別
教
区
会
の
メ
ン
バ
ー
が
教
区
の
行
政
、
教
区
役
人
の
人

選
な
ど
を
独
占
し
て
い
る
こ
と
、
彼
ら
に
よ
っ
て
教
区
の
公
金
が
浪
費
さ
れ
て
い
る
ら
し
い
こ
と
、
な
ど
を
批
判
し
た
。
更
に
は
、
特
別
法
区
会

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

の
改
革
、
即
ち
、
メ
ン
バ
ー
の
財
産
資
格
の
緩
和
そ
の
他
を
求
め
て
議
会
に
請
願
活
動
ま
で
行
っ
た
。
こ
の
請
願
は
、
し
か
し
、
結
局
却
下
さ
れ
た
。

　
寡
頭
的
な
教
区
支
配
へ
の
不
満
・
反
発
が
、
他
の
多
く
の
教
区
に
お
い
て
も
存
在
し
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
し
か
し
、
そ

れ
が
セ
ン
ト
・
セ
イ
ヴ
ィ
ア
教
区
の
場
合
の
よ
う
に
史
料
の
形
で
残
さ
れ
て
い
る
例
は
、
実
は
意
外
な
ほ
ど
少
な
い
。
不
満
や
反
発
が
潜
在
的

に
あ
っ
た
に
せ
よ
、
や
は
り
そ
れ
は
、
大
き
く
変
わ
る
時
代
の
要
請
、
即
ち
、
寡
頭
支
配
に
よ
る
危
機
の
克
服
と
秩
序
の
回
復
を
求
め
る
よ
り

大
き
な
流
れ
に
抗
す
る
力
に
は
到
底
な
り
得
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
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お
　
わ
　
り
　
に

以
上
考
察
し
て
き
た
よ
う
に
、
一
六
世
紀
後
半
以
降
の
人
口
増
加
に
よ
り
、

ロ
ン
ド
ン
社
会
は
貧
困
問
題
や
浮
浪
者
問
題
な
ど
多
く
の
社
会
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問
題
に
直
面
す
る
こ
と
と
な
っ
た
が
、
こ
の
状
況
に
対
応
す
る
な
か
で
、
ロ
ン
ド
ン
の
教
区
は
そ
の
活
動
領
域
を
拡
大
し
、
と
り
わ
け
治
安
維

持
・
ペ
ス
ト
対
策
・
救
貧
行
政
等
の
領
域
に
お
い
て
、
ロ
ン
ド
ン
市
行
政
の
不
可
欠
の
要
素
と
な
る
に
至
っ
た
。
更
に
、
「
特
別
教
区
会
」
の

成
立
は
、
寡
頭
支
配
に
よ
る
権
力
の
集
中
化
及
び
教
区
運
営
の
能
率
化
を
通
じ
て
、
教
区
の
行
政
上
の
諸
活
動
の
効
果
に
拍
車
を
か
け
る
こ
と

と
な
る
。
と
り
わ
け
、
市
騰
勢
の
大
教
区
に
お
い
て
特
別
教
区
会
が
多
く
見
ら
れ
た
こ
と
は
、
こ
の
地
域
の
教
区
が
ロ
ン
ド
ン
危
機
論
者
が
指

摘
す
る
と
こ
ろ
の
危
機
的
状
況
に
～
早
く
敏
感
に
対
応
し
て
い
た
証
拠
と
い
え
よ
う
。
換
言
す
れ
ば
、
人
口
増
加
に
由
来
す
る
危
機
的
状
況
を

契
機
と
し
て
、
教
区
の
行
政
能
力
の
拡
充
、
組
織
の
整
備
が
実
現
し
た
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
ら
の
問
題
は
、
し
か
し
、
ま
た
別
の
方
向
へ
と
展
開
す
る
可
能
性
を
も
は
ら
ん
で
い
る
。
当
時
教
区
民
の
間
で
階
層
分
化
が
進
行
し
て

い
た
こ
と
は
、
救
貧
活
動
や
特
別
教
区
会
の
考
察
の
中
で
既
に
示
唆
し
た
。
こ
の
階
層
分
化
は
寡
頭
支
配
確
立
に
よ
り
、
教
区
運
営
の
効
率
化

を
も
た
ら
し
た
一
方
で
、
教
区
を
含
む
ロ
ン
ド
ン
の
宋
端
組
織
に
お
け
る
凝
集
力
・
共
同
体
的
結
合
に
新
た
な
変
容
を
も
た
ら
す
契
機
と
な
り

え
た
。
特
別
教
区
会
や
教
区
役
人
の
ポ
ス
ト
は
、
当
時
形
成
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
「
中
間
の
人
々
」
（
畠
Φ
臨
象
ぎ
α
q
し
。
○
鳥
。
な
の
。
胤
Φ
）
に
格
好
の
制

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

度
的
基
盤
を
与
え
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
近
世
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
「
中
間
の
人
々
」
を
め
ぐ
る
最
近
の
議
論
、
す
な
わ

ち
、
従
来
の
ジ
ェ
ン
ト
ル
マ
ン
階
級
と
非
ジ
ェ
ン
ト
ル
マ
ン
階
級
に
二
極
化
さ
れ
た
近
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The　Expanding　Role　of　Parishes　in　Early　Modem　London：

　　　　　　　　　　Refiections　on　the　“London　Crisis”

by

MIYAGAwA　Tsuyoshi

　　LoRdon　（the　City　arid　its　suburbs）　experieRced　explosive　population　growth　and

an　influx　of　migratory　labourers　in　the　late　sixteenth　and　early　seventeeRth

centuries　which，　according　to　standand　scholarship，　1ed　to　an　adminlstrative　crisis．

Recently，　however，　scholars　have　emphasized　the　stability　of　early　modern

London，　paying　particular　attention　to　the　solidarity　of　LondOn’s　social　substratum．

The　author，　following　these　leads，　intends　to　examine　parishes　in　order　to　reveal

how　they　reacted　td　the　changes　which　occurred　during　the　reigris　of　Elizabeth　I

and　James　1．

　　The　pime　duty　of　parishes　was　to　promote　church　attendance．　ln　addition，

parishes　became　heavily　involved　in　controlling　vagrants，　eradicating　plague　and

providing　relief’for　the　poor．　ParaHel　to　these　developments，　“se｝ect　vestries”

were　established　which　thereby　concentrated　authority　in　the　hands　of　a　smaH

number　of　parishioners　in　order　to　more　effectively　admnister　each　parish．　ln

short，　the　administrative　functions　of　parishes　expanded　in　response　to　the

changes　caused　by　population　growth．

The　Graves　of　Xia－sil　Xi－C’huan漸川下寺春秋楚墓：Refiections　on　the

　　　　　　Number　Two　Chu　Tomb　and　the　SPring　and　Autumn　Era

by

YmnA　Takahito

In　October　1977，　Chu　tombs　dating　from　the　mid　to　late　SPn’ng　and　Autumn

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（637）




